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建設環境委員会会議録 

 

令和３年１０月２７日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ２時１７分閉議（実時間１９１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１７号・令和２年度八代市一般会

計歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第１２１号・令和２年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算 

１．議案第１２２号・令和２年度八代市浄化槽

市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  木 村 博 幸 君 

委  員  谷 口   徹 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      宮 本 誠 司 君 

 市民環境部長     谷 脇 信 博 君 

  市民環境部次長   嶋 田 和 博 君 

  理事兼環境課長   武 宮   学 君 

  環境センター管理課長 稲 本 健 一 君 

  理事兼循環社会推進課長 坂 口 初 美 君 

 建設部長       沖 田 良 三 君 

  建設部次長     西   竜 一 君 

  住宅課長      早 木 浩 二 君 

  都市整備課長    深 川 洋 光 君 

  土木課長      竹 原 彰 吾 君 

  下水道総務課長   奥 村 勝 己 君 
 
  下水道総務課長補佐 
            上 村 和 寛 君 
  兼水洗化促進係長 
 

                              

○記録担当書記     緒 方 康 仁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、皆さん、

改めましておはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから建設環境委員会を開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 審査に入ります前に、まず、決算審査の進め

方について御説明をいたします。 

 まず、審査方法についてですが、これは１０

月２２日の本委員会でも報告いたしましたが、

まず、一般会計決算の歳出及び各特別会計決算

の歳出の審査については、令和２年度における

主要な施策の成果に関する調書及び土地開発基

金の運用状況に関する調書に基づいて、また、

各特別会計歳入の審査については、令和２年度

八代市特別会計歳入歳出決算書に基づいて説明

を聴取し、監査委員からの審査意見書も含めた

ところで質疑を行うことといたしております。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

しておりますので、よろしく御確認をいただき

たいというふうに思います。 

 そのほかの審査方法については、お手元に配

付しておりますような方法で進めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、審査の日程についてですが、事前に配
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付の日程表のとおり、審査の進行によっては、

予定している審査項目を翌週１１月１日月曜日

の予備日に繰り越すことも考えられます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いいたしま

す。 

                              

◎議案第１１７号・令和２年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案３件の審査に入

ります。 

 まず、議案第１１７号・令和２年度八代市一

般会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題

とし、執行部より説明を求めます。 

 それでは、第４款・衛生費、及び第１０款・

災害復旧費中、市民環境部関係分について、市

民環境部から説明願います。 

○市民環境部長（谷脇信博君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）市民環境部の谷脇でございます。よろしく

お願いいたします。 

 令和２年度一般会計決算審査に当たり、市民

環境部が所管いたします主な施策につきまして、

総括をさせていただきます。 

 なお、各事業の決算につきましては、この後、

嶋田次長に説明いたさせます。着座にて失礼い

たします。 

 それでは、総括でございますが、まず、歳出

決算の概要について、次に、歳入について、次

に、施策の概要として、令和２年７月豪雨災害

関連、環境保全関連、環境施設関連、環境セン

ター関連の５点について総括いたします。 

 まず１点目、歳出決算の概要についてでござ

いますが、令和２年度における主な施策の成果

に関する調書及び土地開発基金の運用状況に関

する調書（その１）の１１ページを御覧くださ

い。 

 上段、（イ）の目的別の款４・衛生費につい

て御説明いたします。なお、衛生費欄には、健

康福祉部所管分と建設部所管分と市民環境部所

管分を含めた決算額が記載されております。 

 衛生費の予算額は８３億９４２万円、支出済

額が４６億４３５６万円となっております。予

算の執行率は５５.９％、歳出総額に対する構

成比は５.７％でございます。 

 また、前年度決算額が３４億７２７４万円で

ありましたので、前年度比較では１１億７０８

２万円、３３.７％の増となっております。こ

れは、令和２年７月豪雨に伴う災害廃棄物処理

事業の実施などによるものでございます。 

 なお、翌年度への繰越額が２７億４８８万９

０００円となっておりますが、このうち市民環

境部所管分では、令和２年７月豪雨に伴う災害

廃棄物処理事業の繰越分２０億４５６０万円な

どが主なものでございます。 

 次に、２点目、令和２年７月豪雨災害関連で

ございます。 

 令和２年７月豪雨災害への対応としまして、

市民環境部では、災害廃棄物の収集、運搬をは

じめ公共用地などへの消毒作業の実施、仮設ト

イレの設置などを行ってまいりました。 

 災害廃棄物に関しましては、坂本、日奈久、

二見、泉地区で発生した災害廃棄物の収集や分

別作業を行い、市内２か所の仮設置場で行いま

すとともに、昨年１２月からは、半壊以上の判

定を受けた被災家屋等の公費解体工事を開始し、

来月完了を目指して作業を行っているところで

ございます。 

 次に、３点目、環境保全関連でございます。 

 環境基本法でいう典型７公害と言われており

ます事象の中で、市の自治事務であります騒音、

振動、悪臭に関する調査を実施するなど、良好

な生活環境が保全されるよう公害規制や指導事

務などを継続的に実施しております。 

 また、九州新幹線の騒音・振動につきまして
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は、市内１０か所で調査を実施しましたところ、

環境基準の超過が引き続き確認されましたこと

から、結果の公表とともに、ＪＲ九州や鉄道運

輸機構に対しまして、先日、熊本県と共に環境

基準の達成などについて要望を行ったところで

ございます。 

 その他、地球温暖化対策の一環としまして、

平成２１年度から取り組んでおります個人住宅

に対する太陽光システム設置費補助に対しまし

て、平成２９年度からは蓄電池に対する補助を

追加し、再生可能エネルギーの普及を図ってき

たところでございます。 

 次に、４点目、環境施設についてでございま

す。 

 令和２年度時点で運用しております施設は、

斎場、環境センター、し尿処理施設、浄化槽汚

泥処理施設でございます。 

 斎場は、昭和５５年の供用開始から４０年が

経過しており、老朽化が進んでおりますことか

ら、炉の修繕等を計画的に行い、施設の延命化

に努めております。 

 し尿処理施設は、昭和３５年の供用開始から

６０年が経過しており、最も老朽化が進んだ施

設でございますので、計画的に修繕や改修を行

い、適切な維持管理に努めております。 

 浄化槽汚泥処理施設は、平成１８年の供用開

始で１４年が経過しております。今後も、当該

施設に搬入される浄化槽汚泥を適正に処理する

とともに、適切な施設管理を進めてまいります。 

 特に、し尿処理施設や斎場につきましては、

老朽化が進む一方で、市民生活に不可欠な施設

でありますことから、新施設の早期整備に向け

た検討を進めてまいります。 

 最後に、５点目の環境センター関連でござい

ます。 

 八代市環境センター、エコエイトやつしろは、

平成３０年１０月の本格稼働後約３年が経過し

ましたが、これまで大きな故障もなく、安定し

たごみ処理ができている状態でございます。 

 また同施設は、環境学習の拠点として位置づ

けており、令和元年度は年間２９００人の方に

御来館いただきましたが、昨年度は、豪雨災害

への対応や新型コロナウイルス感染症の影響に

より、施設見学については、長期間中止せざる

を得ませんでした。 

 本年１０月に、熊本県の蔓延防止等重点措置

が解除されましてからは、徐々に施設見学や環

境学習の御依頼にお応えできるようになってき

たところでございます。 

 今後は、施設のさらなる活用を図りながら、

ごみの減量化をはじめ環境保全の行動目標とし

ておりますエコ８（エイト）行動に関する周

知・啓発を進めてまいります。 

 以上で説明を終わりますが、市民環境部が所

管いたします環境分野への施策につきましては、

環境課、循環社会推進課、環境センター管理課

の３課が相互に連携を図り、市民の皆様の毎日

の生活と大きな関わりを持っている業務である

ことをしっかり認識し、さらなる本市の環境行

政の推進に進めてまいります。 

 以上、一般会計、決算の総括とさせていただ

きます。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）市民環境部の嶋田でございます。本日は

よろしくお願いします。着座にて説明をさせて

いただきます。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） それでは、

令和２年度における主要な施策に関する調書及

び土地開発基金の運用状況に関する調書（その

１）、今お使いいただいた資料でございます。

及び一般会計歳入歳出決算書を用いて、市民環

境部所管分の衛生費に関しまして、御説明をさ

せていただきます。 

 主要な施策の成果に関する調書の説明につい
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ては、その中の主なものについて、まず、票中

の左上にあります事務事業名を申し上げ、事業

の概要、決算額、その特定財源及び不用額、並

びに今後の方向性の順で、順次説明を行います。

最後に、流用額の説明を、決算書を用いて説明

させていただきます。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書の

７１ページをお開きください。よろしいでしょ

うか。 

 下段の狂犬病予防対策事業でございます。こ

の事業は、犬の登録や狂犬病の予防注射済票の

交付、及び狂犬病予防の集合注射などを市内各

所の会場にて行うものでございます。 

 決算額は５２６万９０００円で、内容は、会

計年度任用職員１人分の報酬、社会保険料等１

７２万５０００円、４月に支所管内で行う狂犬

病予防集合注射業務を委託する狂犬病予防集合

注射業務委託１４６万７０００円、八代市や八

代郡の獣医師会に犬の登録事務や予防注射済票

の交付事務を委託する事務代行委託９０万４０

００円が主なものでございます。 

 その他特定財源４９０万４０００円は、犬の

登録及び狂犬病予防注射済票の交付手数料や再

交付手数料及び狂犬病予防集合注射自己負担分

でございます。 

 今後の方向性でございますが、引き続き接種

率の向上を図り、狂犬病の発生防止に努めてい

く必要がありますことから、現行どおり市によ

る実施といたしております。 

 続きまして、７２ページをお願いします。 

 下段の小型合併処理浄化槽設置整備事業でご

ざいます。この事業は、建設部が所管する事業

でございますが、衛生費に属しますので、私の

ほうから説明をさせていただきます。 

 この事業は、生活排水による水質汚濁を防止

するため、公共下水道事業や農業集落排水処理

施設事業及び浄化槽市町村整備推進事業などの

事業区域以外の地域において、５人槽から１０

人槽までの合併処理浄化槽を個人で設置する市

民に対して補助を行うものでございます。 

 決算額は４７２４万４０００円で、補助対象

は現年分１０９基と、豪雨災害分９基、機器交

換１基分に対する補助金４７１７万７０００円

が主なものでございます。 

 なお、特定財源としまして、豪雨災害分も含

め、国庫支出金１４８０万５０００円、県支出

金１５４０万４０００円を充当しております。 

 今後の方向性でございますが、個人による合

併処理浄化槽設置を後押しする本事業は、人口

が集中する区域以外では、経済的かつ効果的な

支援策でございますので、今後も引き続き推進

していく必要があり、現行どおり市による実施

といたしております。 

 次に、７３ページをお願いします。 

 上段の環境保全対策事業でございます。 

 この事業は、主に公害発生源に対します調査

としまして、工場排水や悪臭、騒音・振動等の

調査を実施するものでございます。 

 決算額は３８５万７０００円で、九州新幹線

鉄道騒音・振動調査業務委託１６８万３０００

円、自動車騒音常時監視業務委託８２万５００

０円が主なものでございます。 

 特定財源の国県支出金１７万８０００円は、

県からの権限移譲事務市町村交付金でございま

す。 

 不用額４０万５０００円は、業務委託の入札

残などが主なものでございます。 

 今後の方向性でございますが、市に権限が付

与された公害規制業務を中心に、定期的、継続

的に調査等を実施し、公害の未然防止や環境負

荷の低減を図っていくことが必要なことから、

現行どおり市による実施といたしております。 

 次に、７４ページをお願いします。 

 上段の地球温暖化対策推進事業でございます。 

 この事業は、家庭における温室効果ガスの排

出削減を図るため、住宅用太陽光発電システム
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や蓄電池設置に対する補助を行うほか、地球温

暖化問題に関する啓発を実施するものでござい

ます。 

 決算額は９４０万６０００円で、住宅用太陽

光発電システム等設置費補助金９３５万９００

０円が主なものでございます。 

 今後の方向性でございますが、太陽光発電シ

ステムや蓄電池設置に対する補助は、依然とし

てニーズが高い状況であり、再生可能エネルギ

ーを取り巻く国の動向等を注視しつつ、既存事

業を見直すなどにより、予算の拡充を図りたい

との考えから、市による実施、規模拡充といた

しております。 

 次に、７５ページをお願いします。 

 上段の廃棄物処理対策事業でございます。 

 この事業は、昭和、二見、坂本地区にある産

業廃棄物最終処分場周辺の水質調査の実施や、

一般廃棄物に関する指導をはじめ不法投棄や野

焼きの巡回指導を実施するほか、最終処分場、

一般廃棄物処理手数料、集積所における資源の

持ち去りなどについて検討する八代市ごみ問題

等対策検討会を開催するものでございます。 

 決算額は５５９万２０００円で、不法投棄監

視指導員２名分の報酬等３９３万２０００円、

地下水等分析業務委託５６万１０００円が主な

ものでございます。 

 なお、特定財源の国県支出金３１万円は、熊

本県産業廃棄物最終処分場周辺環境整備等補助

金でございます。 

 不用額１５４万４０００円は、分析業務委託

の入札残などとなっております。 

 今後の方向性でございますが、産業廃棄物最

終処分場周辺の水質調査や不法投棄監視指導員

によるパトロールは、住民の生活環境保全のた

めに必要であることから、現行どおり市による

実施といたしております。 

 次に、７６ページをお願いします。 

 上段の災害廃棄物処理事業です。豪雨災害分

でございます。 

 この事業は、令和２年７月豪雨災害で発生し

た災害廃棄物の処理のために、仮置場の管理運

営と収集運搬、処分及び半壊以上の判定を受け

た被災家屋等を所有者に代わって解体を行う公

費解体事業の実施をしているものでございます。 

 決算額は９億２７８８万１０００円で、災害

廃棄物収集運搬処理委託料３億３２２５万９０

００円、損壊家屋等解体事業業務委託料４億１

９７９万９０００円、堆積土砂排除業務委託料

１億５４１万２０００円が主なものでございま

す。 

 なお、特定財源の国県支出金６億３３３１万

３０００円は、国の災害等廃棄物処理事業補助

金、地方債２億９３２５万４０００円は、災害

対策債でございます。 

 また、令和３年度まで事業が継続しますこと

から、繰越明許費が２０億４５６０万円となっ

ております。 

 不用額７億３６５０万７０００円は、災害廃

棄物の発生量及び公費解体申請件数が想定より

少なかったためでございます。 

 今後の方向性でございますが、公費解体事業

及び災害廃棄物の処理と仮置場の復旧工事を令

和３年度内に完了させる必要があることから、

現行どおり市による実施といたしております。 

 次に、７７ページをお願いします。 

 上段のごみ処理施設管理運営事業でございま

す。 

 この事業は、市内全域で発生します一般廃棄

物を環境センターで受け入れ、適正な処理、処

分を実施するものでございます。また、ごみ焼

却関連施設や資源化関連施設などの適正な維持

管理を実施しながら、生活環境の保全と公衆衛

生の向上を図るものでございます。 

 決算額は５億９４４０万７０００円で、エネ

ルギー回収推進施設運営委託２億８８２万４０

００円、マテリアルリサイクル推進施設運営委
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託１億９２３１万２０００円、残渣運搬委託２

９０７万円、残渣資源化委託１億１９８６万５

０００円、資源物処理業務委託２１７５万９０

００円などが主なものでございます。 

 その他特定財源３億５３５５万４０００円は、

環境センター施設使用料４７９万２０００円、

搬入ごみ処理手数料１億３６４７万６０００円、

有料指定袋処理手数料２億１１２９万９０００

円が主なものでございます。 

 不用額１５０６万５０００円は、ごみ質や焼

却施設の運用が効率よく行われたことによるエ

ネルギー回収推進施設の運営委託料の執行残６

２４万１０００円、マテリアルリサイクル推進

施設の脱臭装置の活性炭の交換が、令和２年度

は不要となったことによる運営委託料の執行残

６６３万円などが主なものでございます。 

 今後の方向性でございますが、市内から排出

される一般廃棄物の適正処理を行い、安全かつ

安定した施設運営に努め、今後も環境への負荷

低減及び経費の軽減を図る必要があることから、

現行どおり市による実施としております。 

 次に、７８ページをお願いします。 

 上段のごみ収集管理事業でございます。 

 この事業は、各家庭から排出される一般廃棄

物をステーション方式の収集体制を採用するこ

とにより計画的かつ効率的に収集するものです。 

 決算額は３億４７５８万８０００円で、有料

指定袋作製の業務委託５８６０万１０００円、

販売手数料１１１３万３０００円、販売代金収

納業務委託１６５３万３０００円、本庁・各支

所管内の収集業務委託、計６件を合わせまして、

２億５５０６万１０００円が主なものでござい

ます。 

 なお、その他特定財源１９５万７０００円は、

一般廃棄物処理業等許可手数料２６万１０００

円、豪雨災害寄附金１６９万６０００円でござ

います。 

 今後の方向性でございますが、各家庭から排

出される一般廃棄物を計画的かつ効率的に収集

する必要がありますことから、現行どおり市に

よる実施としております。 

 次に、７９ページをお願いします。 

 上段の分別収集事業でございます。 

 この事業は、各家庭から排出された資源ごみ

をステーション方式で収集し、一般廃棄物の焼

却量の削減及びリサイクル率を向上させること

により、循環型社会の形成を図るものでござい

ます。 

 決算額は２億１２８７万３０００円で、本庁

管内の資源物収集運搬業務委託１億７９６９万

５０００円、鏡支所管内の資源物収集運搬業務

委託２２８３万６０００円、坂本地区豪雨災害

で流出した消耗品の購入５３５万３０００円が

主なものでございます。 

 その他特定財源２５６５万円は、再資源化物

の販売代金納付金２５６１万９０００円が主な

ものでございます。 

 今後の方向性でございますが、ごみ収集管理

事業と同様、現行どおり市による実施としてお

ります。 

 次に、８１ページをお願いします。 

 下段のし尿処理施設管理運営事業でございま

す。 

 この事業は、郡築１２番町にございます衛生

処理センターに搬入される生し尿を適正に処理

し、円滑な施設管理を行うものでございます。 

 決算額は４２８５万３０００円で、施設の電

気料６３７万５０００円、施設運転管理業務委

託３０５８万５０００円が主なものでございま

す。 

 不用額４１４万５０００円は、業務委託の入

札残が主なものでございます。 

 今後の方向性ですが、施設の老朽化が著しい

こと、また公共下水道事業や合併浄化槽の普及

などで、くみ取し尿は減少傾向にあるものの、

今後も永続的に施設処理する必要がありますこ
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とから、現行どおり市による実施といたしてお

ります。 

 次に、８２ページをお願いします。 

 上段の浄化槽汚泥処理施設管理運営事業でご

ざいます。 

 この事業は、新港町３丁目にございます浄化

槽汚泥処理施設において、本庁管内で発生する

浄化槽汚泥を適切に処理し、円滑な施設管理を

行うものでございます。 

 決算額は１億１７５万７０００円で、下水道

使用料１７７０万円、浄化槽汚泥処理施設の運

転管理業務委託３５１１万２０００円、脱水汚

泥収集・運搬中間処理業務委託３７４４万２０

００円などが主なものでございます。 

 不用額が６２７万３０００円生じております

が、これは業務委託の入札残及び汚泥の発生量

が当初の見込みより少なく、中間処理量が削減

できたことが主な要因でございます。 

 今後の方向性でございますが、浄化槽汚泥処

理の必要性が、今後も続きますことから、現行

どおり市による実施といたしております。 

 次に、災害復旧費について御説明をいたしま

す。 

 今度は、決算書のほうを使いますので、御準

備をお願いします。こちら、令和２年度の決算

書になります。こちらの２０４、２０５ページ

をお開きいただきたいと思います。２０４、２

０５ページでございます。 

 款１０・災害復旧費、項３・厚生施設災害復

旧費、目１・衛生施設災害復旧費の右側、備考

欄でございますが、節１０・需用費で、斎場施

設災害復旧事業、豪雨災害分としまして、２４

万２０００円を支出をいたしております。これ

は、令和２年７月豪雨によりまして、松崎町の

八代市斎場の炉前ホール天井部分から雨漏りが

発生しましたことから、修繕を行ったものでご

ざいます。 

 それでは、最後に、流用について説明を申し

上げます。 

 引き続き決算書を用いて説明させていただき

ます。決算書、戻りまして１４０、１４１ペー

ジをお願いします。決算書です。そのまま、今

お使いいただいた決算書のほうで、１４０、１

４１ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費、目３・廃

棄物対策費の右側、備考欄でございますが、節

１２・委託料から節１３・使用料及び賃借料へ

１７２１万６０００円を流用しております。こ

れは、仮置場に設置する鉄板敷リース料とプレ

ハブ事務所賃借料でございます。 

 仮置場を新港町の水処理センターから坂本町

のワイワイパークに移して運営することになり、

作業場の拡張や作業員の増員を行ったため、敷

鉄板や休憩室の設置数を追加する必要が生じた

ため流用したものでございます。 

 さらに、節１２・委託料から節１８・負担金

補助及び交付金へ１３９４万円を流用しており

ますが、これは早急な解体を希望された申請者

の方に対して、償還金を支払う必要が生じたた

めに流用したものでございます。 

 続きまして、１４２、１４３ページをお開き

ください。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費、目５・塵

芥処理費の右側、備考欄でございます。節２・

給料から節３・職員手当等へ１０５万４０００

円を流用しております。これは、豪雨災害の対

応で、道路に排出された災害廃棄物を職員で回

収を行ったため、会計年度職員の報酬費や社会

保険料及び職員の時間外手当が不足したため流

用したものでございます。 

 以上をもちまして、市民環境部所管の決算に

関する説明を終わります。御審査方よろしくお

願いします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 
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○委員（山本幸廣君） 今説明を、嶋田次長か

ら受けた中で、一番早いのは、８１ページ、そ

の１ですね、その１の。事務事業名はし尿処理

施設の管理運営事業、これについて説明があり

ましたが、今後の方向性としては、市による実

施という、現行どおりやるということなんです

が、下の下段のほうに、今後の方向性の理由と

して、改善等々について説明がしてあります。

その一番下段でありますけども、し尿処理施設

の円滑な運営に努めていくと。その前の数字を、

文字を見てですね、計画がずっと立てられてい

る、あの施設を見てですね、私も現場に何回も

行っておりますが、あのような状況であります

ので、今後の計画の方向性等々を示していただ

きたいと思いますけども、説明していただけま

すか。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 改めまして、

皆さん、おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）環境課の武宮でござ

います。 

 ただいま御質問いただきました、郡築１２番

町にございますし尿処理施設、衛生処理センタ

ーの今後の方向性という御質問でございますが、

環境施設整備事業としまして、環境課内に環境

施設整備推進室というのが、令和元年から設置

をされております。その室で何をしているかと

いいますと、老朽化した施設、今、御質問ござ

いましたし尿処理施設の新しい更新、新規更新、

それと、斎場の新規更新等々を検討していると

ころでございます。 

 御質問がございましたし尿処理施設の整備に

つきましては、まずもって、方向性としまして

は、建設部が所有しております水処理センター

との共同処理を、現在検討をしているところで

ございます。 

 庁内の検討部会を立ち上げておりまして、そ

の部会の中で、いろんな方向性から検討を進め

てまいりました。 

 検討部会では、平成２７年に策定しました八

代市し尿処理施設基本構想に基づきまして、当

初は、浄化槽汚泥処理施設の横に、新しいし尿

処理施設の前処理のプラントを新しく建設をし

まして、水処理センターに送り込んで、一緒に

処理をしていただくというような計画で進めて

おりましたが、部会で協議を重ねていく過程に

おきまして、浄化槽汚泥処理施設を活用し、浄

化槽汚泥処理施設を改造しまして、そこに生し

尿の投入口をつけて、生し尿と浄化槽汚泥を前

処理をした後に希釈をし、それから、それをそ

のまま水処理センターに発送して、水処理セン

ターで処理をしていただくということのほうが、

財源的、あるいは経費的に、工期的にも短いん

じゃないかというような結論に達し、その方針

につきましては、市長から方針決裁をいただい

たところでございます。 

 今現在の供用予定開始は、令和８年に供用開

始をし、あと５年後には、もう、その新しい浄

化槽汚泥処理施設でし尿と浄化槽を一緒に処理

して、水処理センターに送り込むという予定に

しておりますが、その方針に基づきましてです

ね、現在所管であります下水道建設課と、実務

レベルの協議を進めております。 

 また、同時並行でですね、国交省の補助もい

ただけるというようなこともございますので、

国県と補助金を獲得するための協議も併せて行

っているというところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（山本幸廣君） 説明ありがとうござい

ました。 

 もう月日がたつのは、本当に早いものでです

ね、方向転換されたという、これは市長が代わ

られてからの市長案、方向転換をされた中で、

もともとは、もう計画的にいけば、大体今の処

理施設は、もう新しく施設完成をしておかなき

ゃいけないというような状況で、推移を私たち

見てきたわけでありますけれども、今説明があ
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ったような方向性で、一括の中で水処理センタ

ーへ送るという、そういう方向性に変わったわ

けですね。そうなればですね、やっぱし一般財

源からの持ち出し等々については、やはり何年

という持ち出しをしている。今言われた国庫補

助というのを、いかに市債でも何でもあろうが、

後から監査委員が指摘しておられますように、

今の将来の負担比率等々含めて、八代市の現状

というのをですね、考えた中では、じゃあ、今

の処理センターのし尿処理の、あの施設を見て

ですね、あそこに働いておられる方々、私は本

当に、同じ委託業者の方々等も含めて、一般職

員も一緒だと思うんですけども、あの環境でで

すよ、１日も早く、やはり環境整備をするとい

うのが、私たち行政は、行政、議会としてもで

すね、これはもう早めに早めに整備をしていく

必要があるというふうに感じております。今説

明がされましたので、物すごく理解をしました。

皆さん、ほとんどの方々が分かっておられなか

ったと思うんです。 

 令和８年に完成をするということをお聞きし

ましたので、これから順調にいって、国の、ど

ういうふうなですね、補助事業で対処なされる

か分かりませんが、しっかりした補助事業の中

でですね、地方債なり、そしてまた市債等ので

すね、市の一般財源の持ち出しが少ないような

ですね、そのような方向性で計画、構想計画の

中で進めていただきたい。これはもう要望をし

ておきますけども、今の説明の中で、しっかり、

私も理解をいたしますので、この件については

ですね、大きなプロジェクトになると思います。

これはもう物すごいプロジェクトです。そうい

うことでありますので、今のできるまではです

ね、今の施設の一般財源の持ち出しの中でです

ね、やはり職員の待遇、そしてまた、その環境

の整備等もですね、しっかりしていただければ

と思いますが、武宮課長、どうですかね、課長。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） ただいま山

本委員から御質問ございました郡築１２番町の

衛生処理センターでございますが、もう供用開

始から６０年が経過しておりまして、恐らく日

本中で一番古いし尿処理施設であろうかと、私

は思っております。 

 平成３０年に耐震化工事をさせていただいて、

施設的には、ある程度地震、大きな地震にも耐

えられるというようなところで手当てをしたと

ころでございますけれども、現在、八代弘済会

に運転管理を委託しております６名の従業員の

方々、もう２４時間体制で、何とか生し尿をで

すね、処理をしていただいております。 

 その中で、災害等、労災等、それから事故が

起こらないようにですね、毎月、月例調整会議

を開催しまして、夏は熱中症対策への徹底、そ

れから、今はやっておりますコロナへの対応

等々含めましてですね、十分な協議を進めなが

ら、また設備面につきましては、各種機械等が

ございますので、点検整備委託料、幸い財政課

からつけていただいております。緊急停止がな

いように、点検整備を十分、しっかりとできる

ように、もう既に全部発注済みでございます。

もう既に、点検整備も終わっているところもご

ざいますけれども、施設面、それから従業員の

方々の健康面、その辺もですね、十分対応しな

がら、あと５年間、何とか無事で稼働し、従業

員の方も事故等がないように、しっかりと郡築

１２番町の施設運営を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（前川祥子君） 今、施設の延命化とい

うお話で、し尿処理のお話も伺ったところであ

りますが、斎場に関しても、やはり昭和５５年

から建設されて４０年という大変長い中で、延

命措置も取られながら、ここまでやってこられ

たというような経緯があって、し尿処理施設と
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同じような老朽化といった点で、同じような状

況じゃないかなあというふうに、私も非常に心

配しております。 

 場所もちょっと、私も一度見学に行ったこと

はあるんですが、そこで働いている方々の環境

も、やっぱり非常に悪いなあというふうにも思

いました。それから、先ほどの決算の中にもあ

りましたけど、令和２年度の雨漏りですね。雨

漏りの修繕もあったりして、今もまだ、大雨の

ときにはどうなんでしょうね。まだ雨漏りがあ

るのではないかなあというふうにも、ちょっと

あの場を見て思ったりしたんですが、そういっ

た中で、この斎場のですね、方向性というもの

も、計画がございましたら、ぜひお尋ねしたい

なと思っております。 

 それから、東陽町のほうにも斎場があります

が、これとの兼ね合いといいますか、炉が、八

代市内のほうは５つあるんですかね。でも、そ

の中で３つか、２つかは、全部は使えないと、

一遍にはですね。なかなか、昨年の７月の豪雨

災害のときの亡くなった方の斎場での使用とい

うこともあったりしてですね、なかなか厳しい

ような、今の現状の中でですね、かなり東陽町

のほうにも、斎場をお願いされているというこ

ともありますので、そういったことも鑑みて、

これからの計画が、方向性もお尋ねしたいと思

います。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 今、前川委

員から御質問がございました、松崎町にござい

ます斎場についてでございますが、先ほどし尿

処理のところで御紹介させていただきましたが、

斎場につきましてもですね、平成２７年度に八

代市斎場設備状況調査および施設整備構想とい

うのを策定をしております。 

 その構想の中ではですね、斎場の炉は、定期

的に交換、改修する必要がございますけれども、

斎場の本体、躯体につきましてはですね、耐震

化もございますし、まだ、コンクリート構造物

の耐用年数でございます５０年に、まだ時間が

あるというようなことで、躯体がしっかりして

いるものですから、構想の中では、令和１２年

まで延命化対策を講じつつ、同時並行で、新し

い斎場を令和１３年度の供用開始を向けて、検

討を進めていくというような構想をつくりまし

て、現在、延命化としまして、火葬炉の改修、

それから建屋の整備、それから照明がちょっと

古うございますので、ＬＥＤに切り替える等々

の対策をしているところでございます。 

 また、新施設の整備につきましてはですね、

今現在、現有地での建て替えと、新しいところ

での建て替え、それのメリットとデメリットあ

たりを、拾い上げにかけているところ、それか

ら併せまして、候補地選定時の条件あたりの整

理を、今しているところでございます。 

 何点か質問がございましたが、斎場につきま

しての将来的な構想としましては、今申し上げ

たとおりでございます。 

 それから、生活環境事務組合斎場との件でご

ざいますけれども、東陽町に組合斎場がござい

まして、市の斎場には火葬炉は４炉ございます。

組合斎場は、火葬炉が３炉ございまして、令和

２年度の実績で、斎場の工事等に伴いまして、

火葬炉の制限が、６日間制限をし、それから火

葬炉の改修の関係で、停止を１.５日ほどして

おります。その間、そのときはですね、事前に

葬祭業者の方、それから、当然運営斎場あたり

には、２週間ぐらい前に、こういう工事をやり

ますので、そのときは組合斎場に、八代市の方

が火葬に来られるかもしれませんと、よろしく

お願いしますというような文書をですね、火葬

業者と組合斎場、両方に通知をして、対応して

いただいているところでございます。 

 それから、コロナの質問もあったかと思いま

す。コロナにつきましてはですね、コロナが発

生して以降、斎場内での感染予防、それから火

葬従事者の方が感染をされましたら、火葬場が
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全面停止しますので、それを避けたいというよ

うなことからですね、コロナが発生した直後ぐ

らいから、ガイドラインをつくりまして、八代

市内でコロナの罹患が確認された場合には、入

場者数を５人に制限するというような措置をず

っと取ってまいりました。 

 ここ最近ですね、数か月間の状況を見てみま

すと、日本国中、非常にコロナに関しての減少

がございますもんですから、今月の２０日から、

そのガイドラインを一部変更しまして、現在で

は、県のコロナリスクレベルに応じた人数制限

としているところでございます。 

 最大ですね、５人でありましたものを、最大

１０人まで引き上げるところで、今予定をして

おりまして、もう２０日から運営をしていると

いうところでございます。 

 以上でお答えとさせていただきます。 

○委員（前川祥子君） 詳しい御説明ありがと

うございました。 

 要するに、令和１３年度開始に向けて、今、

施設の計画を立てているということだったと思

います。これから１０年ぐらい先だということ

でですね、非常にですね、火葬場というのが古

いですね。炉も換えられてますけども、火力が

弱いということで、聞いたところによると、手

動ということも聞いてます。それをされる方の

技術といいますか、そういうことも必要になっ

てきますよね。 

 そういった火葬場を、八代市およそ１２万７

０００人の皆さん方が、今後、最終的にはです

ね、私たちがあそこを使用するということにな

りますよね。１０年先は新しいものがというこ

とでありますが、この１０年間という間に亡く

なる方の御親族のお気持ちも考えていかなけれ

ばならないなあというふうにも思ってます。 

 最近というか、畳替えもやっとされたようで、

そういったですね、見た目の施設整備というも

のも、やはりあそこを利用される方々のお気持

ちも考えながらですね、やっていただきたいな

というふうにも思います。 

 それから、火葬場に関しては、国の補助金が、

たしか出ないのではないかなというふうに聞い

てますので、これが一般財源からということで、

今後新たなものというのは、毎年資材とか、相

当増加していく、増額になっていくんじゃない

かなという心配もありますので、計画を早く立

てられて、１０年と言わず、１年でも早く斎場

ができるようにしていただきたいなと、これは

意見には、要望にもなりますが、ぜひ、これは

八代市民の最終的な、最後のお別れの場ですの

で、ぜひそこは重要視していただきたいところ

だなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ただいまのは意見で

よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（太田広則君） じゃあ、確認させてく

ださい。 

 ７７ページ、ごみ処理施設管理運営事業、順

調にですね、環境センター、マテリアル施設も

含めてですね、運営されているというふうに思

っております。そうした中で、ちょっと確認で

す。聞き損じてたらごめんなさい。 

 不用額が１５０６万５０００円の中に、令和

２年度は脱臭装置が不要となったというふうに、

ちょっとお聞きしたんですが、その理由という

のは、脱臭装置交換が要らなかったのかなとい

うところ、そこの確認だけ１点させてください。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） 環境

センター管理課です。よろしくお願いします。 

 委員御質問のですね、脱臭装置なんですけど

も、機械を動かしてまして、まだ、新しい施設

なものですから、その脱臭装置の活性炭という

のがあります。その活性炭についてなんですけ

ども、まだ稼働の頻度と、それと、まだデータ



 

－12－

が取れてません。それで、稼働を行いながら、

その活性炭の周期を、換える時期というのを、

今検討しておりまして、活性炭の頻度自体が、

そんなに活性炭、何というんですかね、劣化具

合といいますか、それについて、そんなに頻度

が、そんなに劣化していなかったものですから、

２年度については見送りました。ただ、今年度、

令和３年度について、活性炭のほうの交換のほ

うを考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（太田広則君） 理由は分かりました。

活性炭交換が必要なかったと。逆に聞くと、活

性炭を交換したら、どのぐらいの費用がかかる

んですか。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） 大体

７００万ぐらいというところで。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい、分かりました。 

 じゃあ、もう１点、すみません、７４ページ

の地球温暖化対策推進事業、これは非常に、コ

メントにも書いてありますとおり、規模拡充と

いうことで、私も非常に賛同するんですけども、

この太陽光と蓄電池ですね、もう太陽光より、

今から先は蓄電池じゃないのかなあというふう

に、気がいたします。それから、ちょっと残念

なのが、国県の支出金がなかったちゅうことで

すね。これは、本当エネルギー対策、地球温暖

化対策の中で、国も一生懸命ですね、ここは進

めようとしていると思いますので、ここにです

ね、国県の予算をつけていくべきだなあという

ふうに思っています。 

 そうした中で、そもそも、もういっぱいにな

ったと、半年間でですね、受付が満了したとい

うことで、実績とすれば、太陽光６８件、蓄電

池７６件、これ年間で、今後の方向性として、

何件ぐらいを目途にされようとされてますか。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 地球温暖化

対策のうち、太陽光補助に関する質問でござい

ますが、委員おっしゃられたとおり、蓄電池の

申請件数が非常に伸びておりまして、ちなみに

申し上げます。 

 平成２９年から、太陽光だけじゃなくて、蓄

電池の補助も開始をいたしました。そのときか

らの件数を申し上げますと、Ｈ２９が３１件、

Ｈ３０が４３件、令和元年が５０件、令和２年

度が７６件、ちなみに、今年度も、既に受付終

了しましたが、令和３年度が７９件ということ

で、約倍近く、蓄電池をつけたいという方々が

増えておられます。 

 これを、今のところですね、この太陽光と蓄

電池については、当初国の補助、非常に普及を

後押しするというようなことで、非常に高い補

助がございましたんですけれども、今は、もう

ございません。国としての補助はございません

ので、市だけの補助になっておりますけれども、

今後ですね、２０５０年のカーボンニュートラ

ル、菅前総理大臣の宣言を契機としましてです

ね、地球温暖化対策防止法の改正も、国はクリ

アされました。また、地域、脱炭素化のロード

マップを、閣議決定を先ほどされたところでご

ざいます。 

 今後、国としてもですね、もうこれ本気にな

って、地方も取り込んで、地球温暖化対策を推

進されるというふうに思っております。 

 市としましてもですね、この補助は、拡充を

したいというのは、補助の額もしかりでござい

ますけれども、これはもう財政当局との協議に

なるかもしれませんが、例えばですね、そうい

った太陽光蓄電池以外のメニューが、地球温暖

化対策に寄与するようなメニューがないかとい

うようなところも、今検討をしているところで

ございまして、それも含めての拡充というふう

に御理解いただければというふうに思っており

ます。 

 できればですね、この補助、今年はもう既に

１０月２２日に終了をしておりますが、できれ
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ば年内いっぱいぐらいの受付ぐらいまで、この

補助に関する予算をいただければというふうに

思っておりますし、来年度も早々、当初予算編

成始まりますけれども、財政課とはその方向性

で協議をさせていただければというふうに考え

ているところでございます。 

 以上、お答えとします。 

○委員（太田広則君） はい、分かりました。 

○委員（山本幸廣君） 武宮課長かな、今、説

明があったんですけども、これを一般財源単独

で、これだけの、あとのどれだけのニーズがあ

って、どれだけの数量、今後の方向の中でです

よ、それを把握なされておると思うんですけど

も、今の数字をですね、令和の３年が７９件、

そういう状況で、国庫補助をいただいた中での

整備をするという、これについては、地球温暖

化というのは、再生可能エネルギーの中でです

ね、これは国がですね、日本の国ばかりじゃな

いんですよね、皆さん。全世界の中で、この問

題というのは取り上げられておるわけですので、

これについて地方財政の圧迫する中でですよ、

これが地方の一般財源でやるという市の方向性

というのは、これはもう少し考えていかなけれ

ば、財政圧迫をするという、はっきり、今日監

査委員も出席ですけども、八代市の財政等を見

据える中で、財政課が、はい、いいですよとい

う、そういう財政課がしてくれればいいわけで

すけども、それでもやっぱり市の負担、市民の

負担というのが物すごく莫大な負担になります。

これ、３００件ぐらいで計算したら幾らになり

ますかということなんですよ。４００件になっ

たら幾らになる。その予算をいかに最大に活用

していくというのは、これはですね、そして成

果を出すというのは、これは物すごく、一番の

ですね、成果が出るんですよ。これは地球温暖

化の中の成果が出るわけですから、それはもう、

やむを得ないときには一般財源を使わなきゃい

けないかもしれません。だけど、やはり、この

下段に書いてありますように、武宮君が、今さ

っき説明したように、国県、これがやっぱり地

球温暖化というのはてすね、再生可能の中で、

物すごくやっぱり政府が叫んできたわけですの

で、今速急でも、ちょうど今衆議院の選挙真っ

ただ中、投票日が３１日ですけども、これはで

すね、ぜひともそういう方向性で、そして半年

待っていただいても、結果がですね、国の方向

性が決まった時点で申請をするという、そうい

うふうな裏データを持った中で進めていくとい

うのを、私は考えてほしいなというふうに思い

ますが、いかがですかね。 

 結論から言えば、一般財源だけで、今後全部

やっていくという、そういう方向性では、ちょ

っと財政的に無理が来るんじゃなかろうかなと

いうふうに思うんです。だから、借りやすい方

法もあります。だけど、補助金として国から来

る補助金、この活用というのは、やっぱりしっ

かり活用していかないけんだろう。そういうこ

とで、今質問をしているわけですよね。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 山本委員の

御質問ですが、確かに一般財源に頼っての事業

になっております。 

 先ほど武宮課長からありましたように、政府

のほうとしても、カーボンニュートラルという

ようなことで、再生可能エネルギーをはじめと

したですね、地球温暖化対策について、本腰を

入れて取り組んでいくという中で、恐らく新し

い補助なり、助成のメニューも出てくるんでは

ないかという期待もしております。そういった

中で、行政としてもですね、我々としても、国

や県に、今後さらに働きかけを行いながらです

ね、国と県の動向も注視しながら、拡充を図っ

ていければなというふうに思っております。よ

ろしくお願いします。 

○委員（山本幸廣君） これは委員長、一番大

事な、これは問題なんですよね、はっきり言っ

てからですね。 
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 今、次長のほうから説明ありましたので、執

行部としては全力投球で、国県の補助の対象に

なるように努力したいということで、国の動向

を見なけりゃいけないという状況。我々委員会

としてもですね、決算ですから、決算の委員会

としてはですね、やっぱりその方向性、同じ執

行部の方向性、これを持ってですね、やはり意

見は意見として、そしてまた、その首長にはで

すね、そういうような状況で、委員会からです

ね、委員長が、そこあたりについては、ひとつ

方向性をですね、一つにして、国県の補助事業

の対象を強化をしてほしいというのをですね、

委員長、後からでもいいですから、整理をして

いただければと思います。 

 委員長のほう、委員会としての方向づけもし

ていただきたい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（木村博幸君） 質問がありまして、そ

の１のですね、７６ページです。災害廃棄物処

理事業、豪雨災害についてのところで、令和２

年の７月の豪雨ということで、予算がですね、

約３７億円、決算がですね、９３億円というよ

うなことで、繰越しがかなり多いという形には

なりますが、特性上、やっぱり７月だったので、

下期ですね、下期に予算がぐんとこう、立てら

れたということで、そこで、どんと国からと県、

地方債と来るわけでしょうが、繰越しが本当に

こんなに多いのはあまりないのかなあ、特性上、

災害はこういうものなのか、私はよく分かりま

せんけど、そういう中で、事業の進捗率ですよ

ね、去年、下期で一生懸命方向性が決まって、

取り組まれてやってきている中、２年度はどの

ぐらい進捗状況があるのか。いろんな工事があ

るので、一概には言えませんけど、予算上どの

ぐらい、この９３億円ぐらいというのが、どう

いう感じの進捗率なのかなという質問でありま

す。 

 それで、その中の一部で、解体事業は２９１

件の申請があっているというところですが、も

う令和３年になりましたので、これがどのぐら

い、今進んでいるのかですね、これはもう半分

ぐらい終わっているのか、ちょっと分かりませ

んけど、まだ、出てくるのか分かりません。 

 それで、２点目の質問としては、残った、こ

の繰り越した約２０億円ぐらいの予算で、きっ

ちりと３年度は執行できるのか、不足するのか、

本当にこれに書いてありますが、１１月に事業

完了と思われますが、もう今１０月です。もう

来月は１１月ですが、これは本当に終わるのか。

終わる頃で、予算がどのぐらい残るのか、分か

れば教えてください。 

○理事兼循環社会推進課長（坂口初美君） 循

環社会推進課でございます。 

 今御質問のありました災害廃棄物処理事業の

進捗でございますが、令和２年度の決算額は９

億２７８８万１０００円でございます。これの

主なものにつきましては、その決算書の主要成

果の中に記載してございますが、７月４日の発

災から９月までに、主に活動しましたのは、被

災地からのごみの収集とその処分でございます。 

 公費解体後、９月１日から申請を受け付けま

して、実際着工に入ったのは１２月の１４日で

ございます。なので、実質的に、令和２年度は

ごみの収集というのが主な事業、あとは公費解

体の申請者数を取りまとめて、着工に入るとい

うまでが２年度の主な事業でございました。 

 そこの決算の内訳が、災害廃棄物処理に関し

まして３億３０００万円、損壊家屋解体の事業

業務委託に関しましてが４億１９００万円、あ

とは、土砂堆積排除事業ということで１億５０

０万円というふうな決算状況でございますが、

進捗といたしましては、公費解体の、１２月に

１棟目の着工を開始しまして、それは、引き続

きそのまま、主に繰り越した２０億円の中のお

金で、令和３年度で事業をやっているところで
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ございますが、この９月末で、進捗率は８１.

１ということで、あと残り５６棟を１１月末ま

でに向けて完成予定で仕事をしているという状

況でございます。 

 大体大まかな進捗は、御心配いただきました、

その１１月末で終わるのかということについて

は、発注は完全に終わっておりますので、あと

は、残りの棟数の完了を、週ごとに確認してお

るところでございます。 

 それに相まって、解体物から出てきます廃棄

物の処理、また今日、まだこつこつと御自宅の

片づけをされている方々からの個人ごみ、災害

の個人ごみあたりも受け付けておりますので、

それを併せて１１月末までお受けしまして、大

体、繰り越した２０億円の中で決算できると見

込んでおります。 

 以上でございます。 

○委員（木村博幸君） ありがとうございまし

た。１１月で、おおよそが終わるということで、

非常に安心したところです。 

 それと併せましてですね、仮置場ですね、最

後に集まったやつが、少しずつ分別されて、今

やっていらっしゃると書いてありますけど、本

当に年度内で終わって、復旧がですね、終わる

というふうに、これ書いてありますので、私た

ちもですね、非常にやっぱり災害の、何という

か、もう残り物じゃないですけど、遺産みたい

なやつが、目にするには、やっぱり心が痛みま

す。できればですね、さくさくっと原状復帰が

終わって、年度内に全て終了というところまで

こぎ着けられることをですね、望んで、私の質

問を終わります。 

○委員（山本幸廣君） 同じことだったんです

けど、ページが一緒だったんですけども、すみ

ませんね。 

 そこで、もう要望しておきますが、意見は言

いませんので、もう要望で、すみません。 

 今、坂口理事兼循環社会推進課長から説明が

あったように、２０億円という、ほとんどこれ

を見た中ではですね、国庫の、国県の施設のほ

うがですね、一般会計からの財源というのは少

ないわけでありますので、これをいかにですね、

最後の最後まで処理をしていくかと、その処理

事業で進めていくかということをですね、もう

少し再認識して、２０億円で足らなかったとき

はどうするかというようなこともですね、２０

億円で足らなかったときには、やっぱしその辺

の処置をして、なるだけなら一般財源から持ち

出しをしないで、やはり公費解体等についても

ですね、今、坂口理事が言われたように、後か

ら後から出てきたときにはどうするかというこ

とのですね、それについては、部長、次長あた

りが、頭のほうがですね、しっかりと部下に対

して、その指示ができるような、予算の獲得も

含めてですよ、完全に復旧が、坂本地域周辺が

ですね、きれいになったと、そしてまた市民の

方々がですね、本当にいい仕事をしていただい

たと、このような予算かけていただいてから、

いい仕事をしていただいたと、そういう効果が

あったということをですね、示していただけれ

ば、今回のこの事業の２０億円というのはです

ね、私は、もうしっかり使い切って、そして、

いただければなと、そのように思います。 

 これは私の要望ですから、そういう対応をし

ていただきたいということですね。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑はありま

せんか。 

○委員（山本幸廣君） ７２ページを、目を通

してください。 

 先ほど私が質問したのと、少し関連をするも

のですから、小型合併処理浄化槽設置整備事業

なんですけども、これについては、下水道関係

等ともですね、農業集落も含めてですけども、

これ、この予算をずっと見てもですね、この推

進の方法って、推進の方法といいますか、今の

ところは、どのような推進の方法をされておら
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れますかということを、まず、聞きたいと思う

んですけど。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） おはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり） 

 現在の推進の方法ですけども、小型合併浄化

槽の補助金の推進におきましては、広報または

ホームページ等におきまして周知を図っており

ます。 

 また、エフエムやつしろによる周知や、あと、

県の浄化槽協会八代支部によります保守点検、

清掃補助金等を掲載したチラシ等を新聞の折り

込み等に入れまして、周知を図っているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございます。 

 これがある程度、今まではずっと現行どおり

の考え方を示していただいておりましたので、

いつかは、どこかに、アクションを起こすため

にもですね、これは坂本地域の災害、７月豪雨

等々が出てきまして、合併浄化槽についてもで

すね、やっぱり設置推進というのを、なるだけ

ならば、市民の方々がよく理解を、この合併浄

化槽事業についてもですね、理解をしていただ

くような体制を取っていただければ、取ったら、

また、今の、先ほど郡築１２番町の処理等々に

ついてはですね、少なくなってくるわけですよ

ね。処理能力も少なくなってくるし、その延命

にもなるわけですから、そういうことを考えれ

ばですね、これは関連しているんですね、合併

浄化槽と。ぜひともですね、この推進について

はですね、国県の支出が多いもんですから、ぜ

ひとも推進をしていただきたいと。 

 そのデータ等々の推進はしますけれども、そ

のデータは、大体取っておられると思うんです

よね。どれぐらいの合併の推進の中でというこ

とで、浄化槽を設置される数ですね、データ、

数たいな、数字、分かっておりますか。水洗化

率も含めて。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） この合併浄化槽の補助につきまして

は、個人のですね、住宅に対する補助というこ

とになりますもんですから、うちのほうで把握

しておりますのは、個人の住宅に対する数とい

うことになりますが、よろしいでしょうか。

（委員山本幸廣君「よろしい、よろしい」と呼

ぶ） 

 令和２年度が１１９基になります。１年戻り

まして、元年度が１５１基、平成３０年が１３

４基ということになります。 

 この令和２年度につきましては、先ほど話が

出ております、今回の豪雨災害につきましての

９基と、豪雨災害につきましては、また別途、

機器の交換というのも補助対象になりますので、

この分の機器の交換が１基含まれております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございまし

た。最終的には推進をしっかり組んで、７月豪

雨の対応の中でもしていただきたいというのが、

お願いしたいと思いますので、よろしくお願い

しておきます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（太田広則君） 先ほどの７４ページの

地球温暖化対策推進事業ですね、先ほどから、

委員から要望があっているとおりだと思います。

方向性は同じ考えだというふうに思いますし、

今後ですね、国県のほうにも働きかけを行うと

いうことで、この事業をですね、恐らくまだ市

民が知らない方もいるんじゃないかなというふ

うに思います。そうすると、もっと増えてくる

と。特に、先ほどから何遍も言ってますけども、
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太陽光よりもですね、蓄電池のほうに、市民の

関心は高いというふうに思いますので、今、国

政の選挙もあっておりますけれども、国、県、

この辺はみんな考えていることは一緒ですので、

どうか頑張っていただきたいなというふうに思

って、それから拡充ですね、件数を、今のとこ

ろ、本年度ももう七十何件だったので、もっと

拡充件数を増やしてですね、取り組んでいただ

ければなというふうに思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） まず、部長をはじめ担

当の職員の方々に、まず、お礼を言うのが先だ

ったんですけども、先ほども意見が出ておりま

したように、災害の廃棄物処理等々についてで

すね、職員の方々は身を挺してですね、現場に

行かれ、そしてまた、その後たくさんのですね、

時間をかけながら、時間外でもですね、仕事を

された中での、このやはり数字を見て分かるん

ですね、繰越しでも、やっぱり２０億繰り越す

中で、不用額も出る中でですね、どれだけの仕

事をしておられたかというのとですね、後から

ですけども、給料なり、共済費なり等々もです

ね、見れば、報酬も見れば分かりますように、

大変多くなってきておる。それだけ仕事をされ

たという証明でありますので、本当にこの場で

ありますけども、私からは、皆さん方には、心

から感謝をしたいと、そのように思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） 環境センターのことな

んですが、先ほど質問しませんでしたけども、

これから災害も、多分これからも増えてくるん

じゃないかなと、そういった意味では環境セン

ターの使用率というのも、また稼働率も上がっ

てきやしないかなというふうに、ちょっと思っ

ております。それと同時に、生活環境事務組合

のほうでのクリーンセンターも、あと２年ぐら

いしたら、もう廃炉というようなことになって

いくんじゃないかと。そのときには、その処理

を環境センターのほうでもというふうな形にな

っていくんじゃないかと思います。そういった

意味で、計画も立てられているかとは思います

が、引継ぎの中で、スムーズに事が運ぶように、

ぜひ計画がきちっといくようにしていただきた

いなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で、

第４款・衛生費、及び第１０款・災害復旧費中、

市民環境部関係分についてを終了します。 

 執行部入れ替わりのため、しばらく小会いた

します。 

（午前１１時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２８分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、第７款・土木費、及び第１０款・災害

復旧費中、建設部関係分について、一括して建

設部から説明をお願いします。 

○建設部長（沖田良三君） 皆さん、こんにち

は。(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部長の

沖田でございます。 

 それでは、議案第１１７号・令和２年度八代

市一般会計歳入歳出決算のうち、建設部が所管

をいたします歳出決算の総括を述べさせていた

だきます。着座にてよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部長（沖田良三君） 令和２年度当初予

算編成時におきまして、建設部の総括といたし

まして、第２次八代市総合計画に掲げる将来像

であります、しあわせあふれるひと・もの交流

都市“やつしろ”の実現に向けた重点戦略のう

ち、安全・安心で魅力ある都市を築くという戦

略推進のため、社会基盤整備の推進に力を入れ

ることとしておりました。 



 

－18－

 その具体的な施策といたしましては、４点を

掲げておりましたが、御承知のとおり、加えま

して坂本町と二見地区で甚大な被害が発生をい

たしました７月豪雨災害からの復旧・復興を、

本市の最重要案件として、職員一丸となって取

り組んできたところでございます。 

 現在の状況としましては、いまだ復旧半ばで

あることから、一刻も早く全ての復旧・復興を

完了させ、坂本地域の皆さんの新たなまちづく

りに貢献できますよう、引き続き全力で取り組

んでまいります。 

 では、５点、それぞれの施策についての取組

について御説明をいたします。 

 まず、第１点目が、７月豪雨災害関連でござ

います。 

 発災直後から、職員総出で現地入りしての被

害調査に当たり、被害箇所次第では、完全に道

路が崩壊し、徒歩にて山道を迂回しながら調査

を行った箇所も多数ございました。そして、調

査を進める中で、その被害の甚大さを改めて実

感することとなりました。 

 また、被害調査に当たりましては、国土交通

省からＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、緊急災害対策派遣

隊の派遣により、特に甚大な被災箇所において

調査や技術的な支援をいただき、また県や全国

からの応援職員の方々に御協力をいただいたこ

とで、被害の全容と復旧への足がかりにつなが

っておりますことに感謝するばかりです。 

 調査の結果、建設部所管の道路や河川等の公

共土木施設、公園等の都市施設、市営住宅等の

公営施設におきまして、２１７か所での被害を

確認し、被害総額は約１１３億６０００万円に

上りました。 

 そのうち、復旧にかかる費用といたしまして、

第１０款・災害復旧費として約７４億円を補正

予算として御承認いただいたところで、その額

は、当初予算における第７款・土木費の約４９

億５０００万円を上回る額で、その被害の大き

さがうかがえたところです。 

 予算の執行状況につきましては、この後、西

次長より説明をいたさせますが、冒頭申し上げ

ましたとおり、早期の復旧に向けまして、引き

続き鋭意取り組んでまいります。 

 次に、２点目に、幹線道路ネットワークの形

成に向けた道路整備でございます。 

 都市計画の街路事業として推進をしておりま

す西片西宮線の２工区区間では、予定をしてお

りました用地補償、埋蔵文化財調査及び工事に

つきましては、おおむね計画どおりに進めるこ

とができました。 

 なお、令和２年度末での進捗率は６１％とな

っております。 

 また、県事業負担金として１０％を支出して

おります南部幹線では、県において用地補償が

進められ、中北町において道路側溝や擁壁の設

置など、２５３メートルの工事が行われており、

おおむね計画どおりの進捗であると伺っており

ますが、こちらも引き続き早期の完成に向けて

要望を行っていくこととしております。 

 本市の道路事業として実施をしております川

田町東の国道３号から千丁町古閑出の県道共栄

停車場線に通じる延長約４.２キロメートルの

東西アクセス道路整備につきましては、市と県

での施工区分の中で、本市におきましては、市

道２路線の整備を行っており、予定をしており

ました工事及び用地買収につきましては、おお

むね計画どおりに進捗が図られております。 

 次に、３点目、地域生活に密着した道路整備

でございます。 

 これは、主に各校区からの要望に応えるため

の事業で、市内一円道路改良事業と道路維持事

業、交通安全施設整備事業がございますが、令

和２年度の要望件数が８３５件に対しまして、

対応件数が１１５件で、対応率としましては１

８.６％にとどまっておりますが、昨今の要望

件数が、軽微なものも含めまして増加傾向で推
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移をしておりまして、全ての要望に応えること

はできませんが、まずは、市民生活における安

全性と緊急性、重要度を勘案し、また地域のバ

ランスも考慮しながら対応しているところでご

ざいます。 

 今後も地域要望への対応も含め、道路や河川

等の適切な維持管理に努めてまいります。 

 次に、４点目、良好な住環境の整備でござい

ます。 

 民間住宅関連の施策としまして、移住・定住

の促進に資する空き家バンク事業では、２４件

の登録物件のうち２０件で成約が成立しており、

毎年５月の固定資産税納税通知書に同封してお

ります周知チラシや広報やつしろ、本市のホー

ムページ、エフエムやつしろでの広報により、

関心度も高まってきているものと感じておりま

す。 

 また、老朽空き家等の除却や危険ブロック塀

等の除却促進、民間建築物耐震化の推進など、

助成制度の活用も増加傾向にあり、住環境の整

備に一定の効果が上がっているものと考えてお

ります。 

 最後に５点目、公共水域の水質保全でござい

ます。 

 地域の水質保全に欠かすことのできない生活

雑排水の処理につきましては、東陽、泉地区で

は、特別会計の農業集落排水処理施設事業で、

旧八代、千丁、鏡地区では、企業会計の公共下

水道事業として、また、それらの処理区域以外

では、浄化槽市町村整備推進事業で、個人設置

型の小型合併浄化槽や、市が設置する公共浄化

槽の設置を行っております。 

 これらの事業では、接続率の向上による有収

率のアップと維持管理費のさらなる縮減等経営

に関する改善が重点課題となっており、引き続

き経営の安定化に向けて取り組んでまいります。 

 また、田中西町地内の浸水被害の軽減を目的

に整備を進めておりました北部中央雨水調整池

におきましても、本年７月９日に竣工を迎え、

供用を開始しておりますが、下流域の郡築地区

に整備が進められておりました農業サイドの新

たな排水機場との相乗効果によりまして、特段

の被害も見られなかったことから、その効果を

十分発揮できているものと考えております。 

 以上が、令和２年度当初目標に掲げておりま

した重点施策ごとの説明となりますが、我々建

設部では、市民生活に直結する社会基盤全般を

担っていることを自覚し、市民の安全・安心を

最優先に、魅力ある都市づくりを目指して、引

き続き事業を推進してまいります。 

 以上で、令和２年度一般会計決算における総

括とさせていただきます。 

 なお、事業ごとの決算の詳細につきましては、

西次長より説明いたさせますので、よろしくお

願いをいたします。 

○建設部次長（西 竜一君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部

次長の西でございます。私のほうから説明させ

ていただきます。恐れ入りますが、着座にて説

明させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部次長（西 竜一君） 早速ですが、説

明をさせていただきます。 

 説明につきましては、先ほど市民環境部から

ありましたとおり、資料を使わせていただきた

いと思っております。 

 令和２年度八代市一般会計歳入歳出決算のう

ち、第７款・土木費、第１０款・災害復旧費中、

建設部所管分につきましては、まず、令和２年

度における主要な施策の成果に関する調書及び

土地開発基金の運用状況に関する調書（その１）

にて説明を行います。 

 主要な施策の成果に関する調書の説明は、ま

ず、表中の左上にあります事業名を申し上げま

す。そして事業の内容、決算額、特定財源、繰

越額、不用額及び今後の方向性の順で、順次説
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明を行わせていただきます。 

 また、最後に、決算書のほうでですね、主な

流用額について説明をさせていただきたいと思

います。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書の

１２８ページをお願いいたします。 

 ここから１４０ページまでが、第７款・土木

費となります。なお、時間の都合上、主な事業

について説明させていただきますので、よろし

くお願いします。 

 まず、１３０ページをお願いいたします。 

 上段の道路維持事業は、市が管理する道路に

ついて、路面や構造物の維持補修や街路樹の維

持管理などにより、円滑な交通機能と有効な空

間機能の保全を行うものでございます。 

 決算額４億７７７４万６０００円は、補助事

業としまして、総合交付金により、下屋敷～樅

木線舗装補修工事、中央線舗装補修工事など、

６件の舗装補修工事や、合志野・中鶴線災害防

除工事など２件の災害防除工事、松崎町田中町

線視覚障害者誘導ブロック設置工事が主なもの

でございます。 

 また、単独事業として、令和元年度繰越分も

含め、植柳上町高植本町線舗装補修工事や、日

置歩道橋補修工事など３３件の工事、野上南北

８号線側溝蓋修繕など、１４３件の施設修繕を

実施しており、その他街路樹管理業務委託など

を行っております。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１億２５

２４万１０００円、地方債２億９６万６０００

円、その他特定財源として道路占用料など５２

５８万１０００円があります。 

 繰越額２億２９６０万７０００円は、国の補

正予算成立が年度末になったことが主な理由で

ございます。 

 不用額１６８２万９０００円は、令和２年度

７月豪雨災害に伴う予定箇所の実施見直しや入

札残が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

規模拡充としております。 

 施設の老朽化などにより補修が必要な箇所が

多数ありますことから、安全な道路を維持して

いくために、国の補助金を積極的に活用するな

ど、財源の確保に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 同じページ、下段の市内一円道路改良事業は、

市民生活に密着した道路の交通環境改善を図る

目的で、計画的に拡幅改良や舗装、側溝などの

整備を進めるものであり、また地域間の連携強

化を図るため、幹線道路の整備を進めるもので

ございます。 

 決算額６億１０９１万円は、令和元年度繰越

分も含め、道路改良工事や舗装工事など６３件、

延長約４キロメートル、用地買収８件、面積７

０６平方メートル、建物補償等２６件が主なも

のでございます。 

 このうち、国の交付金事業であります社会資

本整備総合交付金では、鏡町の有佐貝洲大江湖

線や、氷川高校前線、千丁町の新牟田西牟田線

や、竜西東西１２号線、いわゆる東西アクセス

道路、及び松高校区の永碇町高島町線や、龍峯

校区の竜西幹４号線の整備に取り組んでおりま

す。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１億２８

２３万１０００円、地方債４億３０６２万５０

００円、及びその他の財源として、サテライト

八代地域振興協力金９６万５０００円がありま

す。 

 繰越額３億８７４８万７０００円は、国の補

正予算成立が年度末となったことや、関係機関

との協議、地権者との用地補償交渉に日数を要

したことが主な理由でございます。 

 不用額１億５７８２万６０００円は、令和２

年７月豪雨災害に伴う予定箇所の実施見直し及

び入札残が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、
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現行どおりとしており、生活道路の整備による

利便性の向上に加え、東西アクセス道路等の幹

線道路の整備を行うとともに、歩行者、自転車

の安全・安心を確保するための歩道整備など、

人に優しい道づくりを目指してまいりたいと考

えております。 

 １３１ページをお願いします。 

 上段の橋梁長寿命化修繕事業は、平成２６年

の道路法改正により、橋長２メートル以上の全

ての橋梁について、５年に一度の目視点検が義

務づけられたことを受け、市が管理します１８

６９橋の近接目視点検を実施し、橋梁長寿命化

修繕計画を策定。この計画に基づき、早期に補

修すべき橋梁について、優先順位の高いものか

ら補修工事を実施しているものでございます。 

 決算額２億６２４８万９０００円は、令和元

年度の繰越分も含め、橋梁定期点検業務委託４

件、３４３橋や、橋梁補修設計２橋、また、坂

本町の中谷橋など９橋の補修工事を実施してお

ります。 

 なお、特定財源として、国庫支出金１億４４

３６万６０００円、地方債８７７０万円があり

ます。 

 繰越額８１２９万５０００円は、豪雨災害の

影響により、鋼材、鉄板等の資材の納入が遅れ

たことや、河川管理者との協議に日数を要した

ことなどが主な理由でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、今後調査の進行により、

橋梁の老朽化による補修箇所も増えてくること

が想定されますことから、補修工事に対応でき

る財源の確保に努め、橋梁の適正な保全に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 １３２ページをお願いいたします。 

 上段の市内一円河川改修事業は、護岸など河

川施設を整備し、災害に強い河川づくりに努め

ることで、市民の財産を守り、市民生活の安全

確保を図るものでございます。 

 決算額５７０１万７０００円は、令和元年度

の繰越分を含め、日奈久中町の湯の迫川など１

３件の改修工事や、敷川内町の敷川内川など１

１件の修繕、日置町の水無川など５０件の除草

及び河川施設の管理業務委託が主なものでござ

います。 

 特定財源として、県支出金１３２５万４００

０円、地方債２９２０万円があります。 

 不用額１５７万円は、県河川海岸事業費の減

に伴う負担金の減額が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。 

 近年の集中豪雨により、未整備区間の護岸崩

壊や閉塞などが年々増加傾向にあり、山間部の

未改修河川も多く存在していますことから、計

画的な河川改修を進め、河川災害防止に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 １３３ページをお願いします。 

 上段の八代港県営事業負担金事業は、八代港

の利便性向上、船舶運航の安全確保及び港湾機

能充実を図るため、熊本県が実施します港湾改

修事業等に対し費用の一部を負担するものでご

ざいます。 

 決算額３億４７４２万５０００円は、国直轄

事業の水深１４メートル航路の整備が２０分の

１の負担金で２億２９５０万円、ヤード内にお

けるコンテナ流出防止柵設置が１０分の１の負

担金で１５００万円、県の港湾改修事業で、外

港地区における道路補修や堤防補修の航路しゅ

んせつなどが６分の１の負担金で１億円、海岸

整備事業で、大島樋門等老朽化対策が２０分の

１の負担金で２９２万５０００円でございます。 

 特定財源として、地方債３億１３６０万円が

あります。 

 不用額２０万円は、国直轄事業、県港湾整備

の各事業の年度末における事業費清算に伴う残

額でございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、
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現行どおりとしており、八代港港湾計画に沿っ

た施設整備が着々と推進されるよう、予算の確

保に努めてまいりたいと考えております。 

 １３５ページをお願いします。 

 下段の南部幹線道路整備事業（県事業負担金）

は、八代港や中心市街地と南九州西回り自動車

道八代南インターチェンジ付近の国道３号を結

ぶ都市計画道路の整備でございまして、全体延

長５６３０メートルのうち、建馬町の県道八代

港大手町線から、一級河川前川をまたぐ区間、

１工区９６５メートルを、現在県事業により実

施中であり、その事業費の一部を負担するもの

でございます。 

 なお、一級河川南川をまたぐ市施工区間の２

工区１０３８メートルが、平成２９年３月に共

有開始をしております。 

 決算額６９２０万円は、県が実施した事業に

伴う負担金でございます。 

 特定財源として、地方債６５７０万円がござ

います。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

規模拡充としております。 

 本路線は、全線開通してこそ、より効果が発

揮されますことから、今後も予算確保に努め、

事業主体である熊本県と連携し、事業促進を図

ってまいりたいと考えております。 

 １３６ページをお願いします。 

 上段の西片西宮線道路整備事業は、西片町の

県道八代港線と西宮町の国道３号を結ぶ都市計

画道路の整備を行うものでございます。全体延

長１０００メートルのうち、県道八代港線から

市道上片町上日置町線、通称二中通りと言いま

すが、それまでの１工区３６０メートル区間が、

平成２９年４月に供用開始し、引き続き八代食

肉センター跡地北側までの２工区、３５０メー

トルの整備に取り組んでいるところでございま

す。 

 なお、残り国道３号までの３工区、２９０メ

ートルにつきましては、令和４年度より事業着

手の予定でございます。 

 決算額１億３７７４万５０００円は、令和元

年度からの繰越分も含め、道路改築工事５８メ

ートル、用地買収１３５１平方メートル、建物

等移転補償１６件、それと埋蔵文化財発掘調査

委託などが主なものでございます。 

 特定財源としまして、国庫支出金６５３４万

１０００円、地方債６４１０万円があります。 

 繰越額１億４８６万３０００円は、国の補正

予算成立が年度末となったことや、用地補償に

おいて契約に至ったものの、補償物件解体など

が年度内に完了しなかったことなどが主な理由

でございます。 

 不用額４０万５０００円は、入札残が主なも

のでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。 

 本路線は、先ほど南部幹線と同様に、国道３

号まで全線開通してこそ、より効果が発揮され

ますことから、今後も引き続き早期の全線供用

開始に向け、事業促進に努めてまいりたいと考

えております。 

 １３７ページをお願いします。 

 上段の市内一円公園維持管理事業は、所管す

る１００か所の公園について、市民が快適に利

用するため、公園の清掃や除草、施設の修繕及

び樹木の剪定など、維持管理を行うものでござ

います。 

 決算額９９６２万６０００円は、光熱水費や

施設の修繕、公園施設管理委託や樹木管理委託、

及び土地使用料などが主なものでございます。 

 その他特定財源として、公園使用料や占用料、

自動販売機設置料など７５０万６０００円がご

ざいます。 

 不用額１０２７万６０００円は、豪雨災害に

より被災した球磨川河川緑地など３公園の管理

委託料の減額や入札残が主なものでございます。 
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 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、地元公園愛護会と協力

し、適切な維持管理に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 １３９ページをお願いします。 

 下段の八千把地区土地区画整理事業は、良好

な市街地整備のために、道路や公園等の公共施

設の整備改善を行い、宅地の利用増進を図るも

ので、平成１２年度より古閑中町の一部、面積

４４ヘクタールを対象に取り組んでいるもので

ございます。 

 決算額１億１４５８万２０００円は、令和元

年度繰越分も含め、区画道路の築造や街区整地

など１４件の工事、建物の移転補償や農業所得

補償など２８件の補償、事業計画変更や交差点

詳細設計など９件の業務委託が主なものでござ

います。 

 特定財源は、地方債８５８０万円と、その他

特定財源として、八千把地区土地区画整理事業

基金繰入金１９１０万４０００円がございます。 

 繰越額１２００万円は、建物移転交渉が難航

し、区画道路築造予定地の支障物件の移転に不

測の日数を要し、工事ができなかったことによ

り繰り越したものでございます。 

 不用額５６２万２０００円は、入札残が主な

ものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしており、保留地の整地工事を優

先的に実施し、売却による財源確保に努め、事

業の進捗を図りたいと考えております。 

 少し飛ばしまして、１７４ページをお願いい

たします。 

 ここからは、第１０款・災害復旧費の公共土

木施設災害復旧費になります。 

 上段の道路橋梁施設災害復旧事業は、令和２

年７月豪雨などにより被災した道路の舗装やの

り面、橋梁等の施設を復旧するものでございま

す。 

 決算額７億９４０万８０００円は、令和元年

度からの繰越分の泉町の市道下屋敷～樅木線１

件の災害復旧工事と、令和２年７月豪雨などに

より被災した坂本町の市道日光・辻線など、１

６路線の災害復旧工事２７件や、測量・設計委

託３３件、及び土砂撤去など災害復旧修繕１９

５件、また国の権限代行による市道鎌瀬・瀬戸

石線など、２路線の災害復旧に伴う負担金が主

なものでございます。 

 特定財源として、国庫支出金２億６２１２万

７０００円、地方債２億９０７０万円がありま

す。 

 繰越額２２億１４００万円は、国の災害査定

が令和３年１月中旬までとなり、災害査定を受

けてからの発注となったことから、年度内の完

了が困難となったため繰り越したものでござい

ます。 

 不用額１８億６７１０万円は、この予算が被

災から直ちに行った職員による概略調査を基に

して計上しておりますことから、専門業者によ

る詳細調査や災害査定の結果に差異が生じたこ

とや、国及び県が管理する道路や河川などを含

め、多くの施設が被災したことから、工事用道

路の確保ができないなど、早期の工事着手が困

難な箇所が多く、復旧工事が複数年にわたるこ

とが予想され、繰り越して、次年度での復旧工

事完了が見込めないため、不用としたことが主

な理由でございます。 

 下段の堆積土砂排除事業は、令和２年７月豪

雨において、河川の氾濫などにより民有地に流

入した土砂や流木等を除去し、生活再建を支援

するものでございます。 

 決算額３億４２７２万１０００円は、堆積土

砂等の除去、収集、運搬にかかる委託料が主な

ものでございます。 

 特定財源として、国庫支出金１億７５６４万

４０００円、県支出金７３３０万２０００円、

及び地方債９０８８万８０００円があります。 
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 繰越額４億５１６８万１０００円は、被災箇

所が広範囲にわたり、道路等の被災により施工

箇所への進入や重機の搬入が円滑に行えなかっ

たことや、被災家屋の公費解体後に、堆積土砂

の排除が必要となったことなどにより、年度内

の完了が困難になったため繰り越したものでご

ざいます。 

 不用額８億３１９３万５０００円については、

過去の災害復旧において、本事業の経験がなか

ったことから、被災直後に行った熊本県の概略

調査による推定堆積土砂量を基にして予算を計

上しておりましたが、その後の降雨等により土

砂が河川に流出し、土砂量が減ったことに加え、

事業着手前の詳細調査や、災害査定に伴う積算

の結果に差異が生じたことから不用が生じたも

のでございます。 

 １７５ページをお願いします。 

 上段の河川施設災害復旧事業（豪雨災害）は、

令和２年７月豪雨により被災した堤防や護岸な

ど、河川施設の復旧や河川内に堆積した土砂等

の撤去を行うものでございます。 

 決算額１億１９２万６０００円は、令和２年

７月豪雨により被災した坂本町の塩合川など４

件の災害復旧工事や、測量・設計委託１６件、

堆積土砂撤去など復旧修繕６１件が主なもので

ございます。 

 特定財源として、国庫支出金３２１４万８０

００円、地方債２３００万円があります。 

 繰越額３億１９００万円は、国の災害査定が

令和３年１月中旬までとなり、災害査定を受け

てからの発注となったことから、年度内の完了

が困難になったため繰り越したものでございま

す。 

 不用額４９６９万４０００円は、先ほどの道

路橋梁施設災害復旧事業と同様に、この予算が、

被災から直ちに行った職員による概略調査を基

にして計上しておりますことから、専門業者に

よる詳細調査や災害査定の結果に差異が生じた

ことが主なものでございます。 

 下段の港湾施設災害復旧事業（豪雨災害）は、

令和２年７月豪雨により被災した港湾施設を復

旧するものでございます。 

 決算額３６１万６０００円は、令和２年７月

豪雨により被災した湯の迫樋門開閉装置修繕な

ど、港湾施設修繕２件が主なものでございます。 

 １７６ページをお願いいたします。 

 上段の公園施設災害復旧事業は、令和２年７

月豪雨などにより被災した公園施設を復旧する

ものでございます。 

 決算額１億６２７８万５０００円は、令和２

年７月豪雨により被災した球磨川河川緑地の災

害復旧工事３件や、測量・設計委託１件、堆積

土砂撤去など復旧修繕８件が主なものでござい

ます。 

 特定財源として、国庫支出金１億１６０１万

６０００円、地方債４４５０万円があります。 

 繰越額２億５８３１万１０００円は、国の災

害査定が令和２年末となり、災害査定を受けて

からの発注となったことから、年度内の完了が

困難となったため繰り越したものでございます。 

 不用額１億５２０万４０００円は、先ほどの

道路橋梁施設災害復旧事業や河川施設災害復旧

事業（豪雨災害）と同様に、この予算が被災か

ら直ちに行った職員による概略調査を基にして

計上しておりますことから、専門業者による詳

細調査や災害査定の結果に差異が生じたことが

主なものでございます。 

 すみません、これから決算書になります。す

みません。決算書の１７０、１７１ページをお

願いいたします。事業会計繰出金について説明

をさせていただきます。１７０、１７１ページ

でございます。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目１・都

市計画総務費、節２７・繰出金の支出済額１３

億６８５０万円は、下水道事業会計へ繰出しを

行っております。 
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 一番右側の表の不用額１億５０００万円は、

前年度決算状況を考慮し、減額調整したことに

よるものでございます。 

 これから最後に、流用について説明をさせて

いただきます。ちょっと戻りまして、１６６ペ

ージ、１６７ページをお開きください。備考欄

を中心に説明させていただきます。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目２・道

路維持費の右の備考欄、真ん中ほどになります

が、下から２番目、２０３万３０００円は、１

４節・工事費より１２節・委託料へ流用してお

ります。これは、坂本町の日光隧道の補修設計

委託などにおいて、設計精査により委託料の増

額が必要となったことから流用したものでござ

います。 

 また、その下に記載の２２１万７０００円は、

１４節・工事請負費より目４・橋梁維持費の１

４節・工事請負費へ流用しております。これは、

令和２年７月豪雨災害により、坂本町管内の隧

道補修工事の発注が困難となりまして、補助事

業清算のため、橋梁長寿命化修繕事業の工事請

負費へ流用したものでございます。 

 次に、同じページの下段の目３・道路新設改

良費の備考欄の下から３番目、３３１万７００

０円は、１４節・工事請負費より１２節・委託

料へ流用しております。これは、松高校区の永

碇町高島町線において、繰越事業清算のため、

委託料へ流用したものでございます。 

 その下に記載の１２５８万８０００円は、１

６節・公有財産購入費より１４節・工事請負費

へ流用しております。これは、千丁町の新牟田

西牟田線において、令和２年度で予定していた

用地買収箇所の地権者との交渉により、令和３

年度の用地買収となったことから、事業の進捗

及び補助事業の清算を行うため、工事請負費へ

流用したものでございます。 

 次の１６８、１６９ページをお願いいたしま

す。 

 備考欄の一番上に記載の３５９８万２０００

円は、２１節・補償補塡及び賠償金より１４

節・工事請負費へ流用しております。これは、

先ほど説明しました公有財産購入費の流用と同

様に、千丁町の新牟田西牟田線において、令和

２年度で予定していた用地買収箇所の地権者と

の交渉により、令和３年度の用地買収となった

ことから、それに伴う補償費を、事業の進捗及

び補助事業の清算を行うため、工事請負費へ流

用したものでございます。 

 次の、中段ぐらいになりますが、目４・橋梁

維持費の備考欄の下から３番目、８０４万２０

００円は、１２節・委託料より１４節・工事請

負費へ流用しております。これは、二見校区の

下大野川２号橋の下部工工事において、現場条

件による設計変更などにより、工事請負費の増

額が必要となったことから流用したものでござ

います。 

 その下に記載の２２１万７０００円は、先ほ

ど説明しました、目２・道路維持費の工事請負

費より流用したものでございます。 

 次の、もう一つ、ちょっと下の、次の目５・

橋梁新設改良費の備考欄、１０９万５０００円

は、１２節・委託料より２１節・補償、補塡及

び賠償金へ流用しております。これは、千丁町

の太新線７号橋の拡幅工事に伴い、架空電線路

の移設が必要となったことにより、移設補償に

要する費用を流用したものでございます。 

 １７０、１７１ページをお願いします。 

 備考欄一番上の、項３・河川費、目１・河川

費の備考欄に記載の１４９万２０００円は、１

４節・工事請負費より１２節・委託料へ流用し

ております。これは、河川改修工事の施工に際

し、隣接する建物への影響が考えられたため、

建物調査が必要となったことにより、調査に要

する委託料を流用したものでございます。 

 次に、１７２、１７３ページをお願いいたし

ます。 
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 ページ上のほうにありますが、項５・都市計

画費、目２・街路事業費の備考欄の下から３番

目、２６６万円は、１２節・委託料より１４

節・工事請負費へ流用しております。これは、

西片西宮線道路整備事業において、移転補償を

行った家屋につきまして、当路線に近接して再

築をしたいとの申し出があったため、家屋に影

響を与えないよう、先行して道路構造物を追加

施工する必要が生じたことにより流用したもの

でございます。 

 次の１７４、１７５ページをお願いします。 

 表の一番上です。一番上、目４・公園費に記

載の３００万円は、１２節・委託料より１４

節・工事請負費へ流用しております。これは、

次年度施工予定の遊具改築工事等を前倒しして

実施することとなったため流用したものでござ

います。 

 次に、同じページ最下段の、項６・住宅費、

目１・住宅管理費の備考欄の一番下、１７３万

５０００円は、１０節・需用費より１７節・備

品購入費へ流用しております。これは、新町・

植柳上町第１団地の電気温水器取替えに伴い、

備品購入が必要となったことから流用したもの

でございます。 

 次に、少し飛びまして、２０２、２０３ペー

ジをお願いいたします。ページの中ほどになり

ます。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費の備

考欄の下から３番目、２７２万８０００円は、

１２節・委託料より１３節・使用料及び賃借料

へ流用しております。これは、７月豪雨災害の

土砂撤去において、坂本地区へ土砂撤去作業員

の輸送車が必要となったこと、また、自衛隊派

遣時に土砂等撤去作業用の重機が必要となった

ことにより、自動車等借り上げ料が必要となっ

たことから、流用したものでございます。 

 次に、その下に記載の５５１３万２０００円

は、１２節・委託料より１４節・工事請負費へ

流用しております。これは、７月豪雨災害に伴

う堆積土砂排除事業において、土砂や瓦礫等の

仮置場として、八代市球技場を使用しておりま

したが、球技場利用後に、芝復旧工事が必要と

なったことから流用したものでございます。 

 また、その下に記載の８６６８万５０００円

は、１４節・工事請負費より１８節・負担金補

助及び交付金へ流用しております。これは、７

月豪雨により被災した球磨川に隣接する市道２

路線の復旧工事が、国の権限代行により施工さ

れることとなったため、本市が負担する費用を

流用したものでございます。 

 次に、同じページ、最下段の目４・都市計画

施設災害復旧費の備考欄の２５０万円は、１４

節・工事請負費より１０節・需用費へ流用して

おります。これは、昨年９月の台風により被災

したベンチやフェンスの復旧のため、修繕料が

必要となり、流用したものでございます。 

 次のページをお願いいたします。２０４、２

０５ページでございます。 

 一番上の備考欄に記載の２６３万６０００円

は、１４節・工事請負費より１２節・委託料へ

流用しております。これは、球磨川河川緑地災

害復旧の測量設計業務委託において、土砂堆積

圧や芝生の被災状況を確認するため、試掘等の

調査が必要となりまして、流用したものでござ

います。 

 以上で、議案第１１７号・令和２年度八代市

一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、ここで、

午前中の審議の途中でありますが、小会します。 

（午後０時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１５分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 



 

－27－

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。 

 午後は１時１５分から再開いたします。よろ

しくお願いします。 

（午後０時１５分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時１５分 開議） 

○委員長（上村哲三君） 休憩前に引き続き、

建設環境委員会を再開いたします。 

 それでは、以上の部分について、質疑を行い

ます。質疑をお願いします。 

○委員（谷口 徹君） 調書その１の１２８ペ

ージなんですけれども、上段の老朽危険空き家

等除却促進事業についてなんですが、受付者数

が、平成３０年度、令和元年度、令和２年度と、

それぞれ書いてありますけども、実施数が分か

れば、教えていただきたいと思います。 

○住宅課長（早木浩二君） 住宅課、早木です。 

 平成３０年度は、申請数が８８件のうち除却

数が３９件。令和元年度は、申請件数が９０件

のうち、除却件数が４５件。それから令和２年

度は申請件数が８４件のうち除却件数が４８件。

このうち５件をですね、次年度に繰り越してお

ります。それから、令和３年の９月３０日現在

でございますが、申請件数が９９件、そのうち

除却件数、実施件数が４件になっております。 

 以上です。 

○委員（谷口 徹君） ということは、毎年９

０件前後の受付があって、その半分ぐらいを実

施されてるということで、老朽危険空き家とい

うのは、市全体でどのくらいあるのか、把握し

ていらっしゃったら、その数の御教示をお願い

いたします。 

○住宅課長（早木浩二君） 空き家の中でです

ね、今、八代市全体の空き家の全体件数が２２

２２件と言われておりまして、そのうち空き家

バンク等でですね、利用可能な空き家、それか

ら、どうしても、やはり老朽化しておって、利

用ができない空き家、その分が、この老朽空き

家除却のほうに上がってまいります。したがい

まして、市全体のですね、老朽空き家除却に該

当するケースがどれだけあるかというのは、大

変申し訳ございませんが、今のところ把握はで

きておりません。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

 受付件数と実施件数からすると、非常に毎年

積み残しが多いような気がいたします。それと、

老朽危険空き家のほうも年々増えているような

感じですので、今後の方向性としては、市によ

る実施、現行どおりとなってますけども、非常

に、６の規模拡充に近い事業なのかなと思いま

すので、国庫支出金のほうも、財源の手当てと

してあるようなので、これから事業の促進のほ

うを進めていただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ただいまのは意見で

よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） はい。 

○委員長（上村哲三君） 意見として、捉えて

いただきますようお願いします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○委員（太田広則君） １３５ページから１３

６ページにかけて、南部幹線道路整備事業と西

片西宮線道路整備事業、これは、冒頭に建設部

長のほうから、５点の重点施策の総括の中にあ

りました。ざっくり西宮西片線の進捗率６１％

と言われましたけど、南部幹線のほうは、今進

捗率でいくと何％ぐらいになっていますか。 

○都市整備課長（深川洋光君） 都市整備課、

深川です。よろしくお願いします。 

 南部幹線の進捗率でございます。令和２年度

末で２２％、令和３年度末、今年度末で３２％

を見込んでおります。 

 用地の取得率としましては、地権者数ベース

で見ますと４８％、面積ベースで６１％となっ
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ておりまして、令和４年度までには用地のほう

の契約を全て終わりたいというふうに聞いてお

ります。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） ありがとうございます。 

○委員長（上村哲三君） 太田委員、よろしい

ですか。 

○委員（太田広則君） はい、いいです。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） ちょっと教えていただ

きたいんですけども、先ほど、沖田部長のほう

から、地域の要望が年々増加しているというこ

とで、土木関係だということだったんですけど、

その中で約１８％ぐらいしか成り立っていない

というか、整地してないというような状況だと。 

 そのパーセンテージも少ないなとは思っては

いるんですが、それが、なぜそれぐらいしかで

きないのかというふうな素朴な疑問なんですが、

それと、１３０ページの市内一円道路改良事業

はですね、予算が１１億５６００万円ある中で、

不用額が１億５７００万円、ほぼ１割強ですか

ね、あるという中で、予算は足りてるんじゃな

いかなあというか、これだけ余ってるんだった

ら、もう少し使えそうなものかなあとかですね、

素朴なところでですね、あと、不調不落が多い

のかなあとかですね、そういうところをちょっ

と御説明いただければなと思います。 

○土木課長（竹原彰吾君） 土木課の竹原です。 

 今、委員お尋ねのですね、道路改良事業で、

不用額がですね、ここで言いますと、１億５７

００万円程度ありますということでございます

ので、その不用額について御説明させていただ

きます。 

 今回ですね、この不用額といいますのが、ま

ずは、坂本のですね、豪雨災害がございまして、

坂本のですね、予定していた工事がありまして

ですね、その分がですね、ちょっと災害の業務

に追われてできなかったというのが一つです。 

 そのですね、できなかった分を、よそのとこ

ろで使おうかなと思ったんですけれども、それ

についてもですね、やっぱり八代市内でも災害

がありました。東陽、泉でも災害がありました。

そこら辺があってですね、今のマンパワーでは、

ちょっとやることができなかったというのが一

つの要因でございます。 

 あとですね、この１億５０００万円のうち５

０００万円がですね、３月に補正予算を、国の

補正が来てですね、予算を組んでたんですけれ

ども、年度末までに内示が来なかったというこ

とでですね。その分は、もう不用で落として、

次の年度でまた、その分をやっておりますので、

一応そういうことで不用額が多くなっていると

いうところでございます。 

 以上、お答えとします。 

○委員（前川祥子君） もう一つ、先ほど地域

要望が増加している中で、１８％ぐらいしかで

きてないという、そこの状況はどういった理由

から。 

○土木課長（竹原彰吾君） 先ほどですね、言

われました、なかなか地域要望に応えられない

というところでございます。 

 現在ですね、先ほど言いました、８００件か

ら９００件要望が来てまして、はっきり言って、

要望が多過ぎるというのが現状でございます。 

 一般のですね、年度年度で地域から要望が出

されるのが、その件数でありまして、また、そ

の年度年度で、緊急的なやつ、例えば側溝が割

れたとか、そういうですね、小さい要望もその

後出てきますもんですから、こちらのほうにも

予算を取っとかんといかん、そういうところも

あってですね、なかなか今の土木課が持ってお

る予算ではですね、皆様の地域の要望にですね、

応えることができてないというのが現状でござ

います。 

○委員（前川祥子君） 要望が多過ぎるという

ことは、要するに、そういう地域の皆さん方の
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生活、道路だけじゃないんでしょうけど、そう

いったところで、非常に老朽が多いということ

じゃないかなと思うんですよね。 

 要望が多過ぎるので、それで、なかなかそれ

が全てまで手はつかないということが、そこに

根拠があるんじゃないかとは思うんですけども、

要望をですね、全部出してくれというような形

になっているんですか。例えば、その地域で幾

つまでに絞ってくれとか、そういう話にはなら

ないですか。 

○土木課長（竹原彰吾君） 今ですね、要望を

絞るというお話がありまして、市としてもです

ね、極力ですね、要望については、地域のほう

でですね、なるべくひどいところを優先にです

ね、出してほしいということで要望はしてまい

ります。 

 ただですね、地域によっては、全て住民から

来た要望をですね、挙げられたりしているとこ

ろもございます、実際ですね。そういうのがあ

りまして、本来は、今御提案がありましたよう

に、地域のですね、要望をちょっと絞っていた

だくとですね、私たちも非常にですね、仕事が

やりやすいところはあるんですけれども、どう

しても要望が挙がってて、できないというのが、

先ほどの約８０％近くがですね、要望できてな

いという状況でございます。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、先ほ

ど土木課のほうの予算も限られてくると。これ

は、予算は年々要望が増加しているのであれば、

少しずつ増やしているというような状況でもあ

るんですか。それでも足りないと。 

○土木課長（竹原彰吾君） 今、予算のですね、

お話がありました。要望をやってないのかと、

要は増額要望ですね。 

 一応実績のほうをですね、お伝えしますけれ

ども、土木課の予算ということで、令和２年度

のですね、総予算がですね、１８億６００万円

程度です。令和３年度、今年度ですね、も総予

算が１８億７２００万円、約ですね、６８００

万円は、ちょっと増額にはなっています。 

 ただですね、要望は、今後もしていきたいと

思ってるんですけれども、なかなかですね、予

算が大幅にですね、増えるということは、実際

期待できません。そういう中ですね、私たちと

いたしましては、市民からの要望が多いですね、

舗装とかの補修についてはですね、平成２７年

から、国のですね、社会資本整備交付金を活用

できるようになっております。有利な財源の確

保につながるものとして、毎年度国への積極的

な要望を行っております。 

 土木課といたしましてはですね、この限られ

た予算を有効に活用するため、緊急度、優先度

や地域性などを考慮して、市民に対して説明で

きる客観的で、効果的な投資を行っていかなけ

ればならないと考えております。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑はありま

せんか。 

○委員（山本幸廣君） 関連の質疑なんですけ

ども、今の課長が言われた、もう話はしたくな

かったんだけど、質問したくなかったんですけ

どもね、考え方をもう少し、前向きな考え方に

変えていただければなということで質疑をしま

すが、私も、道路維持と市内一円の道路の予算

については、再三となく、先般の前川議員が一

般質問されたのも、農道関係の、凹凸関係の整

備等もですね、関連をするんですが、要は、今

課長が説明した中で、要望箇所、制限というの

は、校区ごとに制限をして、町内ごとで、何点

挙げてください、そして校区からは何点挙げて

くださいということで、執行部の説明があって、

その担当の市政協力員あたりがまとめた中で、

地域要望と今、部長としては地域要望と言う、

私たちは校区要望と言う、そういう中で理解を

しとるんですけども、数字をずっと見てきまし

た。中で、部長が総括で話されたように、８３

５件ぐらい、等々で１９％ぐらいということで、
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これについては毎年それぐらいの推移、予算の

確保が、それだけの確保であるし、また支出、

執行が支出した中でもですね。 

 私は、今思うんですけども、今の課長が、予

算がもうこれ以上はつけられない。予算がつけ

られないという、その理由というのを聞きたい

というふうに、なぜ予算がつけられないのか。

それだけ要望があるのに予算がつけられない。

予算がつけられないと、金がないからつけられ

ないのか、私たちは議員として、そういう一つ

の理由というですかね、そういう理由になるわ

けですけども、前向きなことを考えれば、やっ

ぱりその予算獲得にはですね、これは人が要る

んですよ。 

 私は、今回についてはですね、やはり令和２

年度の決算をしよる中で、どうしても７月豪雨

が、もうこれは目に染まって、走馬灯のように

浮かんできます。ちょうど沖田部長が農林水産

部長のとき、そしてまた、今回建設部長になら

れた。そして、職員の方々、農林水産部も、建

設部も、あの現場に行って、その対応をされた

中でですね、年度内に繰越ししなきゃいけない、

これは当たり前のことなんですよと、理解を、

私は今回の数字を見ます。それは監査委員の審

査の意見の中に出ておりますようにですね、私

はそういう中で理解して、不用額も一緒です。

私は、人が足らなかったから、やっぱし繰越明

許で繰越しをしている。単年度内で仕事ができ

なかったということになる。それはもうできな

かったのが当たり前なんですよ。 

 それは当時のままに、こういう災害が起きる

前提で、職員を配置しとるわけないわけですか

ら。だから、職員の数の、これは私は、後から

意見で言いますけど、必ず職員は、やっぱり増

員、建設部には増員をしていただく、執行部に

は必ず、これお願いです。 

 予算の獲得もですね、これはもう予算編成の

中でも、ぜひとも、この道路の維持、橋梁の中

でですよ、道路維持と市内一円の道路整備につ

いての予算というのは、私は、これは要求して

いただきたい。そういう中での、やっぱり決算

審査で、我々は意見としては、そういう意見が

多かったんだということをですね、執行部には

問いかけていただければと、そのように思いま

す。 

 そういう中で、今課長が言われたように、地

域要望の項目についても、やはり優先度という

のがあるわけですね。優先度で校区要望をまと

めてくる。それが２割しかできないというのは、

年々年々、はっきり言ってから、執行する、そ

してまた事業を進めていく中で執行する。２割

しかできないわけですけん、前のうちに負債が

固まっていくぐらいのもんですよ。負債がずっ

と重なっていく。そういうことは、どういう解

消せないかんかという、それを解消するために

は、やっぱし見れば見るほど、校区要望の中で、

いろんな地域間もあるかもしれんですけど、そ

れは私たちも一緒ですよ、私の地域でも。だけ

ど、今の説明の中ではですね、やっぱし、まず

職員を増やすこと、それと、やはりこれはもう

事業課であるもんですけんでから、ある程度や

っぱり高度な技術というのをですね、持った職

員の、専門的な職員の配置もするということ、

これも大事です。やっぱし、どこからも配置し

た中でですね、２人、３人分ぐらい仕事ができ

る人というのは、これは配置しなきゃいけない

と思うんですね。 

 そういうことを考える中で、今答弁されたん

ですけども、私は、その答弁というのは、後か

ら本人からお聞きしませんけども、そのような

考えを持っておりますので、質疑というと、数

字の中で質疑をずっとこれ、めくるもんですけ

ん、めくったならば大変なことになると思って

から、今日は黙っとこうかなと思ったんですけ

ども、今の感覚では、ちょっとまた感覚を変え

ていただきたいと思いますね。 
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○建設部長（沖田良三君） ありがとうござい

ます。 

 令和２年度につきましては、７月豪雨災害と

いうことで、未曽有の被害を受けまして、それ

に伴います職員の体制というのもままならない

中で執行してきたということで、十分皆さんの

地域からの要望に応えられない部分も多々あっ

たということは、もう事実でございます。 

 それに対応としましては、災害復旧課、専属

の課をつくりまして、そこには、任期付の職員

さんを、新たに採用していただきまして、今取

り組んでおるところで、実際、今プロパーの職

員だけで対応ができるかっちゅうのは、非常に

難しいような状況であったというのは事実でご

ざいます。 

 そういう中での執行ではありましたものの、

おっしゃるように、職員の採用あたりも、予定

もされておりますし、どんどん増員ということ

では、人事的にも要望はして、毎年のようにし

ております。技術職員の今後のですね、確保と

いう面でも、その辺にはしっかりと人事のほう

にもお伝えをしておるという状況でございます。 

 それと、全体的に８００から９００程度の校

区要望の中で、限られた予算の中で、残念なが

ら１８％ぐらいにとどまっとる状況ではござい

ますが、近年、当初予算とは、プラスといいま

すか、経済対策としての３月補正とかが、毎年

のように行われておりますので、先ほど課長が

申しましたように、幸いにして、今まで一般財

源でしか執行ができなかった単独の道路維持事

業につきましても、補助の対象となったという

ことで、今その予算については、積極的に獲得

に向けて動いておりますので、それらを含めま

して、地域の要望に応えられるように取り組ん

でいるというようなところでございますので、

御理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） 山本委員、よろしい

ですか。 

○委員（山本幸廣君） 結構です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（木村博幸君） 資料でいきますと、決

算書の１６７ページで、ちょっと質問になりま

す。決算書、１６７ページね。 

 款７・土木費、項の２ですね、道路、そうで

すね、表でいくと、３、道路新設改良費という

中の御説明の中があったところになります。節

でいいますと、備考欄でいくと、下から３番目

ですね、１４節より１２節へ流用、約３３０万

円。その下、１６節から１４ヘ流用、１２６０

万円。その次のページですね、１７１ページの

備考欄には、１４節より１２節へ流用と、約１

５０万円。 

 そういうことで、ここでいきますと、かなり

１２と１４を含めて、やり取りがされている。

１４というところの予算は結構大きくてですね、

１２のほうに移すというのはですね、妥当な処

置、流用だったんだろうと思いますが、そもそ

も委託料というところをいじるというのは、流

用するというのは、ちょっとどうなのかなあと、

私的には、よく１２と１４は流用に携わる、毎

年のことなのか分かりませんが、そういう意味

合いではですね、やり取りがされとると。 

 また、１６から１４に持っていくところもで

すね、金額、不用額からいくと、不用額がこん

なにあるのに、このやり取りをするという理由

がですね、私的には不明だなと。 

 ２１節から１２のほうに行くのもですね、積

立金はそういうものなのか、委託料のほうに持

っていかないかんのか、でもその先は、不用額

が結構あるのに持っていくと、この説明をちょ

っと、御説明いただきたいと思います。 

○土木課長（竹原彰吾君） 委員お尋ねですね、

流用の件だと思います。流用の件についてです

ね、お答えいたします。 

 今回、私たち土木課のほうでもですね、補助

事業を用いておりまして、この補助事業という
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のは、不用額がですね、不用額で対応できない

というのがありまして、年度年度で予算を使い

切らなければならない、そういうことになって

おります。 

 事業を行う上でですね、どうしても避けるこ

とのできない用地の購入とか、また補償ですね、

そちらの交渉などにおいて、地元の地権者さん

の理解を得られなかったりしたら、例えば、先

ほど言いました１６、２１、用地とか、補償な

んですけど、そこら辺が使い切れないと、その

年度で。そういうことであると、補助を使うた

めには、よそのですね、例えば工事とかをやっ

て、その事業費の調整をですね、行わにゃいか

んということでですね、補助事業がするときに

は、必ずちょっと、そういう流用でですね、や

り取りが出てくるというのが、どうしてもです

ね、避けられない状況でございます。 

 こういう補助事業についてはですね、致し方

ないと言ってはいけないんですけども、本来で

すね、議会の議決をですね、経て、予算を決定

しておりますのでですね、なるべくですね、今

後は流用がですね、ないようにしていきたいと

いうことで考えております。 

○委員（木村博幸君） 御説明ありがとうござ

いました。 

 非常にやり取りの内容が、この決算書だけで

は全く見えずですね、どういうものなのか分か

りませんが、少し金額が多かったり、不用額が

残ってたり、そういうところには、注釈として

どこか、備考欄のところに書き込めればですね、

非常にいいんですが、備考欄もいっぱいありま

すので、書けるところないと思いますけど、誰

が見ても、後で見て、読み返しても分かるよう

な対策も、ちょっと必要かなと思いました。あ

りがとうございました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、これで質

疑を終了します。 

 意見があったらお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 今回審査を、私どもは

今決算の審査をして、新しい予算に対してから

審議をするわけですよね。これを、審査の中で、

一応決算審査が終わって、あとは、次年度に向

けての反映をされて、令和３年度の予算が確定

をなされて、今執行しているという状況の中で、

決算審査は大事であることはですね、皆さん方

も御認識をしていただきたいと思います。 

 そういう中で、私たちもきちっとした審査を

しなきゃ、今、木村委員が言われたようにです

ね、その流用についても、大事な理由の面はあ

るわけですから、これについては、流用をなる

だけならばしないというのが、これはもう常識

ですからですね、決算上は、ということですね、

私は、不用額はもう、繰越明許についてはしよ

うがないところがありますね、どうしても年度

内ですから。不用額についても、大変努力をさ

れとるところと、不用にというところもたくさ

んあるところがありますので、目につきました。 

 そういう中で、総括で意見を述べると、やは

り監査委員の審査の意見を述べられておられま

す。そういう中で、実質の公債比率からずっと

私たち見てるんですけども、将来の八代市の財

政状況どうなるのかというのも含めてですが、

そういう中で、私たち委員としては、決算審査

を見ておるということを理解をしてください。

そういう中で、今日は、今委員長が言うたよう

に、質疑についてはですね、皆さん方の御努力

によって、このような決算書が出けたわけであ

りますので、それについても理解をしたいと、

私は思います。 

 そして同時に、これからはひとつ、職員の皆

さん方一致団結をして、この難局を乗り越える、

私たちも議会も一緒に、この中で私は、今回の

決算の常任委員会の審査というのは、私は賛成

をしたいと、了としたいと思っております。 
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 これから１２月定例会を迎えてからの問題等

がありますので、一般質問等々もあるわけです

ね。そういう中で、決算審査については、私は

了といたしたいと思いますので、どうかひとつ

努力をしてください。 

 今、本当に財政厳しいということを、監査委

員が指摘をされております。将来の負担比率を

見てもですね、大変厳しい状況になっていると

いうことでありますけども、やはり住民の方々

の意見というのはしっかり大事にして、私たち

も代弁をします。そういう中で、代弁する中で、

先ほど来の、やはり道路の整備、生活道路の改

善等も含めてですけども、これについては、全

力投球で、私は予算の確保、そしてまた職員の

増員をしていただいて、即対応できるような対

応をしていただきたい、そのように思います。

意見です。 

○委員長（上村哲三君） ありがとうございま

す。 

 ほかに意見はございませんか。 

○委員（太田広則君） 先ほど質問させていた

だきました南部幹線と西片西宮線ですね、これ

は１キロと５.５キロかな、全然距離数は違い

ますけれども、西宮線のほうはですね、令和５

年度末完成予定ということでですね、もう目標

が決まっておりますけれども、山本委員と同じ、

地元の南部幹線、ここは本当に我々関心が高く

てですね、ここが完成することによって道路の

渋滞が緩和される、全くもってアクセスが変わ

ってしまう。八代南インターチェンジからです

ね、直接町なかに行けるというですね、大事な

幹線道路であるし、市民の皆さんは相当期待を

しております。 

 ただ、この過去を見たときにですね、南側の

橋脚で、大変工事で難しかった。１回造ったけ

れども、業者さんが手を挙げてしまったという

ようなですね、業者選定になるかと思います。

そうしますと、まだ前川の橋脚、球磨川の橋脚、

これはもう国が進めることでしょうけれども、

相当なですね、技術力も要るし、業者も選定さ

れてくるし、まだまだ先ほど進捗率３２％とい

うことでございます。そうした中で、毎年７月、

１１月には整備を行っていると言いながらも、

国県の支出金ゼロなんですね。ですから、ここ

の要望がまだまだ効いてないなというふうに捉

えるわけですね。 

 ですから、しっかりとした先ほどの話ではな

いですけれども、ここはやはり、しっかり国県

に対して要望していっていただきたいと、この

ように思います。よろしくお願いしときます。 

○委員長（上村哲三君） ありがとうございま

した。 

 ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） 今日私が、本当に一番

ショックだったのは、地域要望が８００から９

００という中で、２割弱しか要望が通ってない

というところが、それも予算は頑張って取って

ますということは、先ほど言われて、よく分か

ってます。どこの部署もですね、やっぱり予算

獲得に必死だと思います。 

 であるがために、頑張っていらっしゃるんだ

ろうとは思うんですが、それでも予算取っても、

マンパワーが弱いと、少ないという話も聞いた

中で、やっぱり災害もあって、こういう状況な

のかなと。だけど、要望が２割弱しかいってな

いということがですね、やっぱり非常に地域の

皆さん方に、地元の皆さん方にして、私はやっ

ぱり、その代表として申し訳ないなあという思

いが、やっぱり非常に、今日は持ちました。 

 そうしたら、どういうふうにしたら、それが

少しでも、３割でも、４割でも、一定地域の皆

さん方も、よく今年はやってもらいましたねと

言ってもらえるかなということを、やっぱり知

恵出していかないといけないなあというふうに、

非常に思いました。 

 農業土木という関係もあるかと思いますので、
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部署は違っても、やっぱり農林水産部あたりと

もですね、検討しながら、生活道路が、ここに

少しはかかるんじゃないかというところを検討

してですね、しっかり予算を、お互い使える部

分は使っていけるような状況に持っていってい

ただければなあと。農業関係においてはですね、

生活道路においても、やっぱり優先順位がもち

ろん大事かと思います。そのために、地域の皆

さん方に、もっとこう、切迫しているところは

出してくださいというふうに、どこでも出して

くださいみたいな広く、聞くような状況も必要

かもしれませんけど、切迫しているところをと

にかく出してくださいというところを、市のほ

うからも強く、逆要望みたいな感じですけどね、

そういうふうなことも考えていっていただきた

いなと思いました。意見です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１７号・令和２年度八代市一般会計

歳入歳出決算中、当委員会関係分については、

これを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部入れ替わりのため、しばらく小会しま

す。 

（午後１時４９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５１分 本会） 

◎議案第１２１号・令和２年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第１２１号・令和２年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算

について、建設部から説明願います。 

○建設部長（沖田良三君） それでは、皆さん、

改めまして、こんにちは。(｢こんにちは」と呼

ぶ者あり）建設部長、沖田でございます。 

 それでは、議案第１２１号・令和２年度八代

市農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出

決算の総括を述べさせていただきます。着座に

て説明してよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○建設部長（沖田良三君） 資料につきまして

は、八代市特別会計歳入歳出決算書及び主要施

策調書のその２でございます。 

 建設部では、衛生的で快適な暮らしを確保し、

川や水の水質を保全していくため、引き続き面

的整備と処理場の老朽化した施設の改築並びに

水洗化の普及促進や経営の安定化、効率化を図

る目的で、公共下水道、農業集落排水処理施設

事業を推進しております。 

 このうち公共下水道事業につきましては、平

成２７年度より特別会計から公営企業会計に移

行し、決算につきましては、令和２年度八代市

下水道事業会計利益の処分及び決算の認定を、

さきの９月議会に上程し、御承認をいただいた

ところでございます。 

 したがいまして、本委員会では、まず、農業

集落排水処理施設事業特別会計の決算について

御説明をさせていただきます。 

 農業集落排水処理施設事業は、東陽町、泉町

の農業集落排水処理施設の適切な維持管理を行

うことにより、施設の故障などを未然に防止し、

生活環境の向上を図ることを目的といたしてお

ります。 

 整備率は１００％でございますが、令和２年

度末の対象戸数７６１戸に対しまして、接続戸

数は６１５戸で、接続されている世帯の割合は

８０.８％でございまして、いまだ未接続の世

帯がありますことから、さらなる水洗化の普及

促進に努めているところでございます。 

 なお、令和２年度末の債務残高につきまして
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は、前年度から３６０２万６０００円減の２億

６２６７万７０００円でございます。 

 詳細につきましては、奥村下水道総務課長よ

り説明をいたさせますので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村です。よろしくお願いします。 

 議案第１２１号・令和２年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算につき

まして、令和２年度における主要な施策の成果

に関する調書その２、及び決算書を用いまして、

御説明いたします。着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） では、お手

元の主要な施策の成果に関する調書の１９９ペ

ージをお願いいたします。 

 農業集落排水処理施設事業でございます。 

 決算額合計は、歳入歳出ともに９２５３万４

０００円で、実質収支額はゼロ円でございます。 

 次に、２００ページの上段をお願いいたしま

す。 

 農業集落排水処理施設維持管理事業でござい

ます。この事業は、東陽町、泉町の農業集落排

水処理施設の適切な維持管理を行うことにより、

施設の故障などを未然に防止し、生活環境の向

上を図ることを目的としております。 

 令和２年度の決算額は３０１３万３０００円

で、決算の主な内容といたしましては、処理施

設及びマンホールポンプの電気料５６４万７０

００円、マンホールかさ上げや、汚泥供給ポン

プ取替えなど、処理施設整備の修繕費１２５万

９０００円、警報装置４８回線の電話料１４１

万８０００円、脱水汚泥収集運搬手数料１１９

万３０００円、処理施設管理委託１１９９万円

などでございます。 

 不用額が２４０万６０００円生じております

が、主なものは、工事請負費や電気料、汚泥引

き抜き運搬手数料等の残などでございます。 

 なお、財源としましては、一般会計繰入金１

３８万６０００円、使用料２８７４万７０００

円でございます。 

 今後の方向性としましては、東陽地区及び泉

地区の中心部で実施しており、有効な生活排水

処理であるため、本事業を継続しているとして

いますので、市による実施、現行どおりといた

しております。 

 次に、歳入につきましては、令和２年度八代

市特別会計歳入歳出決算書を用いまして御説明

いたします。 

 決算書の９０ページ、９１ページをお願いい

たします。 

 まず、款１・分担金及び負担金の項１・分担

金、目１・農業集落排水事業費分担金でござい

ますが、市の条例に基づき、使用者にます設置

工事費の一部を負担していただくこととしてお

ります。１世帯につき１０万円の負担金で、令

和２年度は設置工事がありませんでした。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・農業集落排水処理施

設使用料では、収入済額が３７３９万５０００

円で、昨年度より３３万２０００円の増となっ

ております。 

 なお、現年分の収納率は、昨年度より０.３

ポイント増加し、９７.８％でございます。 

 今後とも財源を確保するため、粘り強く使用

料の徴収を行い、収納率の向上に努めてまいり

たいと考えております。 

 項２・手数料、目１・農業集落排水手数料は、

使用料に係る督促手数料で、収入済額３万１０

００円、延べ３１８件分でございます。 

 次に、款３・繰入金の項１、目１・一般会計

繰入金は、予算額４５８１万２０００円に対し

まして、収入済額が４２３０万６０００円でご

ざいます。前年度より２１９万７０００円の減

となっております。これは、主に元利償還金及
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び需用費の減によるものでございます。 

 次に、９２ページ、９３ページをお願いいた

します。 

 款６、項１・市債、目１・農業集落排水事業

債は、収入済額が１２８０万円でございます。

これは、備考欄に記載しております、東陽地区

及び泉地区に係る農業集落排水事業の資本費平

準化債でございます。資本費平準化債は、元金

償還金を繰り延べ、現在の利用者の負担を和ら

げ、今後の利用者にも負担を求めるために発行

する起債のことでございます。 

 なお、農業集落排水処理施設事業債の元金償

還が４８８２万６０００円でございますので、

令和２年度末の現在高は２億６２６７万７００

０円で、前年度に比べ３６０２万９０００円減

少いたしております。 

 以上、歳入合計収入済額は９２５３万４００

０円でございます。 

 以上で、議案第１２１号・令和２年度八代市

農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決

算の説明を終わります。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で、質疑を終わ

ります。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２１号・令和２年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算につい

て、これを認定するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

                              

◎議案第１２２号・令和２年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１２２

号・令和２年度八代市浄化槽市町村整備推進事

業特別会計歳入歳出決算について、建設部から

説明願います。 

○建設部長（沖田良三君） それでは、引き続

きまして、議案第１２２号・令和２年度八代市

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決

算の総括を述べさせていただきます。着座にて、

よろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○建設部長（沖田良三君） 浄化槽市町村整備

推進事業では、東陽町、泉町の浄化槽市町村整

備推進事業区域において、市が主体となって、

合併処理浄化槽を設置し、生活排水処理を行う

ことにより、当該地区の生活環境向上を図ると

ともに、公共用水域の水質を保全することを目

的といたしております。 

 令和２年度末の設置基数は４３５基、整備率

は６２.１％でありまして、未設置の世帯があ

りますことから、今後も引き続き水洗化の普及

促進に努めてまいります。 

 なお、令和２年度末の債務残高につきまして

は、前年度から３６２万１０００円減の７６０

３万３０００円でございます。 

 冒頭申し上げました、今後も事業目的の達成

のため、公共下水道事業と共々、さらなる経営

の安定と効率化に努めてまいる所存でございま

す。 

 詳細につきましては、奥村下水道総務課長よ

り説明をいたさせますので、御審議方よろしく

お願いをいたします。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村です。よろしくお願いします。 

 議案第１２２号・令和２年度八代市浄化槽市
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町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算につき

まして、令和２年度における主要な施策の成果

に関する調書その２、及び決算書を用いまして

御説明いたします。それでは、着座にて説明さ

せてもらってよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） お手元の主

要な施策の成果に関する調書の２０１ページを

お願いいたします。 

 まず、浄化槽市町村整備推進事業の決算額で

ございます。決算額合計は、歳入歳出ともに４

７６３万６０００円で、実質収支額はゼロ円で

ございます。 

 次に、２０２ページの上段をお願いいたしま

す。 

 市町村設置浄化槽維持管理事業でございます。

この事業は、東陽町、泉町の浄化槽市町村整備

推進事業区域において、市が主体となって設置

した合併処理浄化槽の適切な維持管理を行うこ

とにより、当該地区の生活環境の向上を図ると

ともに、公共用水域の水質を保全するものでご

ざいます。 

 令和２年度の決算額は２８２４万６０００円

で、決算の主な内容といたしましては、実際に

維持管理を行っている浄化槽の法定検査手数料

１５９万８０００円、浄化槽保守点検清掃業務

委託２５９５万６０００円などでございます。 

 なお、財源としましては、一般会計繰入金１

１７万６０００円、使用料など２７０７万円で

ございます。 

 また、不用額が１２２万３０００円生じてお

りますが、主なものは、保守・点検清掃委託料

の残などでございます。 

 今後の方向性としましては、東陽地区及び泉

地区の農業集落排水処理区域外で実施しており、

有効な生活排水処理であるため、本事業を継続

していくとしておりますことから、市による実

施、現行どおりといたしております。 

 次に、下段をお願いします。 

 市町村設置浄化槽整備事業でございます。こ

の事業は、東陽町、泉町の浄化槽市町村整備推

進事業区域において、合併処理浄化槽を設置し、

生活環境の向上を図るものでございます。 

 令和２年度の決算額は３３５万８０００円で

ございます。 

 決算の内容といたしましては、工事請負費２

８５万５０００円、宅内配管助成４１万１００

０円が主なものでございます。 

 なお、財源は、浄化槽整備推進事業国庫補助

金８３万７０００円、浄化槽整備推進事業債１

７０万円、一般会計繰入金５２万１０００円、

受益者分担金３０万円でございます。 

 また、不用額が１４８万２０００円生じてお

りますが、その主なものは、合併処理浄化槽の

５人槽、７人槽を、それぞれ２基設置予定とし

ておりましたが、実際は５人槽３基の設置申請

となったことによる残でございます。 

 今後の方向性としましては、東陽地区及び泉

地区の農業集落排水処理区域外で実施しており、

有効な生活排水処理であるため、市による実施、

現行どおりといたしております。 

 次に、歳入につきましては、令和２年度八代

市特別会計歳入歳出決算書を用いまして御説明

いたします。 

 決算書の１０６ページ、１０７ページをお願

いいたします。 

 款１・分担金及び負担金の項１・分担金、目

１・浄化槽整備推進事業費分担金でございます

が、合併処理浄化槽を市で設置します際、条例

に基づきまして、１基当たり１０万円の分担金

を徴収いたしております。当初予算額では、浄

化槽４基分４０万円の分担金を計上しており、

浄化槽設置工事が３件でございましたので、収

入済額は３０万円でございます。 

 次に、款２・使用料及び手数料、項１・使用

料、目１・浄化槽整備推進事業使用料は、収入
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済額２７０５万４０００円で、前年度より４１

万９０００円の減収でございました。これは、

過年度分の収納減が主な理由です。なお、現年

分の収納率は、昨年度と同じ９８.２％でござ

います。 

 今後とも財源を確保するため、粘り強く使用

料の徴収を行い、収納率の向上に努めてまいり

たいと考えております。 

 項２・手数料、目１・浄化槽整備推進事業手

数料は、使用料に係る督促手数料で、収入済額

１万４０００円は、延べ１４４件分でございま

す。 

 次に、款３・国庫支出金の項１・国庫補助金、

目１・浄化槽整備推進事業費国庫補助金は、令

和２年度に設置した浄化槽３基に対する補助金

です。 

 次の款４・県支出金の項１・県補助金、目

１・浄化槽整備推進事業費県補助金は、前年度

に設置した浄化槽に対する後年交付金で、令和

元年度の１基分５万４０００円でございます。 

 １０８ページ、１０９ページをお願いいたし

ます。 

 款６・繰入金の項１、目１・一般会計繰入金

は、予算現額１８７８万６０００円に対し、収

入済額が１６６２万１０００円でございまして、

前年度より２００万１０００円の増額となって

おります。 

 目２・基金繰入金の収入済額は、予算現額１

０４万５０００円に対し、収入済額が１０５万

２０００円でございます。この基金は、起債償

還の償還財源を目的としまして、旧東陽村及び

旧泉村が積み立てていたものを、市町村合併に

より継承したもので、令和２年度で基金全額の

取崩しを行いました。 

 次に、款９・市債の項１・市債、目１・浄化

槽整備推進事業債は、予算額３００万円に対し

まして、収入済額は１７０万円でございます。

これは、泉地区に３基設置した合併処理浄化槽

設置工事に伴うものでございます。 

 なお、浄化槽市町村整備推進事業債の元金償

還が５３２万１０００円で、令和元年度末の現

在高は７６０３万３０００円となり、前年度に

比べ３６２万１０００円減少いたしております。 

 以上、歳入合計収入済額は４７６３万６００

０円でございます。 

 以上で、議案第１２２号・令和２年度八代市

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決

算の説明を終わります。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（前川祥子君） 浄化槽の設置は、昨年

度３基だったということですが、これは古くな

ったものを新しく替えるというようなところも

あるんでしょうか。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） この３件もですけども、これまで市

で設置した浄化槽につきましては、合併浄化槽

を設置しておりまして、例えば、単独浄化槽、

トイレだけの浄化槽、またはくみ取のところに

つきまして、それを全て水洗化するために、合

併浄化槽を設置したということになります。 

 事業開始してからこれまで、市で設置した浄

化槽につきまして、入替えというのは、まだ一

度もあっておりません。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） であれば、今後ですね、

何年ぐらいというか、そういう予想は立てられ

るんでしょうか。替えられる、設置されるとい

う件数というのは。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） この事業開始が、東陽地区は平成１

３年から、泉地区が１４年からですので、大体

浄化槽の耐用年数が５０年ぐらいと言われてま

すので、今後、あと１０年、２０年後ぐらいに
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は、そういったことが出てくるかなというふう

には考えております。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） 分かりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） ２０２ページのですね、

今後の方向性、設置の啓発を進めていくという、

続けるということでありますけども、続けるに

は、どのような啓発運動をされるつもりなのか、

ちょっと伺いたいと思います。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） 今現在、啓発活動を行っております

のは、その地区にですね、特に水洗化がまだな

されていない地区につきまして、チラシをお配

りするような形で啓発を行っております。 

 なかなか費用的な部分がですね、浄化槽は市

で設置するんですけども、配管あたりが個人の

負担となることで、進んでいないというのが現

状です。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） この事業も、下水道の

事業も、ほとんどそういう問題が出てくるんで

すよね。出てきます。そこで、どうやったら、

今後の普及できる体制をしたらいいのかなとい

う、今後のことの議論というのが、案外少ない

んですよ。ここにやっぱり、少し問題があると

思うとですよね。 

 じゃあ、なぜかと。今まで既存のやられた

方々、設置された方々に対する補助金なり、そ

してまた補助金の在り方なり、国の補助金の在

り方なり、市の補助金の在り方なり、これを変

えられる、どうやって変えて、負担率を下げて、

そして、設計も設置をするかと、推進を図って

いくかという、これはですね、今後の課題でで

すね、これはもう下水道も一緒なんですけども、

合併浄化槽も一緒なんです。ここであんまり負

担が高いもんですけんで、接続をしない等々も

出てきとるわけですよね。 

 いつまでも、やっぱりこのような状況でいく

ならば、２０年、３０年かかっても、この問題

は解決しないというような状況になっておるわ

けでありますが、現状維持でいけば、それでい

いと思うんですけども、啓蒙するながら、浄化

槽のよさというのを、ある程度、まだまだＰＲ

をするとか、そういうのをですね、啓発の運動

の中で進めていただければなと、そのように思

います。 

 担当の部署の方々は一生懸命頑張っておられ

るというのは分かるわけですけども、なかなか

ですね、市民の方々が、やっぱし接続しなけれ

ばどうにもならない、設置、接続しなきゃいけ

ないもんですから、大変苦労があると思います

けども、委員長が言われたように、安全で明る

い社会づくりには、一番環境整備が大事であり

ますので、どうかひとつ、一丸となって頑張っ

てください。 

○委員長（上村哲三君） よろしいでしょうか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、なければ、

これより採決します。（委員前川祥子君「意見

はないんですか」と呼ぶ） 

 意見のある方はどうぞ。 

○委員（前川祥子君） 今啓発のお話がありま

した。これはやはり、そこの家の方々は、それ

でいいというふうに思いがちなところもあるの

で、なかなか進まないというのもあるのかもし

れません。ただ、今後は、やっぱりコロナウイ

ルスの感染症というような流行も、今あります

ので、そういった意味では、もう少し衛生面と

いうことも啓発の中に、一つに入れながら、や

っていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかに意見ありませ

んか。 
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○委員（木村博幸君） 水洗化率が６２％と、

かなり低いと思いますけど、やっぱり泉、東陽

とすると、やっぱり高齢化の世帯が多くて、し

かもですね、１人、２人で、ほっそりと住んで

いらっしゃるところもあるかと思います。そこ

をいかに水洗化すると、かなりやっぱり難しい

かなと、私も思いますよ。やっぱり少ない年金

で暮らしている方にですよ、設置して、配管を

お願いします、これは、ちょっと酷な話だと思

います。 

 その辺をやっぱり、ある程度の目標率は、も

う１００％要ることはないかなと思いますし、

その辺はやっぱり、どこまで市が補助できるの

か、やっぱり１基、２基という話じゃなくてで

すね、やっぱり個別に事情に合わせた対応も、

やっぱり必要かなと、ちょっと思ったところで

す。市の熱いですね、思いをですね、高齢者の

方々に届けばですね、一番いいと思いますが、

努力をお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決します。 

 議案第１２２号・令和２年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算につい

て、これを認定するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全て終了いた

しました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午後２時１７分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和３年１０月２７日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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